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平成３０年第１回永平寺町議会定例会議事日程 

（１０日目） 

                         平成３０年３月１４日（水） 

                         午前１０時００分 開 議 

 

１ 議事日程 

  第 １        一般質問 

  第 ２ 議案第 １号 平成２９年度永平寺町一般会計補正予算について 

  第 ３ 議案第 ２号 平成２９年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算 

             について 

  第 ４ 議案第 ３号 平成２９年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい 

             て 

  第 ５ 議案第 ４号 平成２９年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ 

             いて 

 

  第 ６ 議案第 ５号 平成２９年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予 

             算について 

  第 ７ 議案第１３号 永平寺町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改 

             正する条例の制定について 

  第 ８ 議案第２７号 松岡公民館耐震改修工事請負変更契約の締結について 

 

２ 会議に付した事件 

  議事日程のとおり 

 

３ 出席議員（１７名） 

 １番  上 坂 久 則 君 

 ２番  滝 波 登喜男 君 

 ３番  長谷川 治 人 君 

 ４番  朝 井 征一郎 君 

 ６番  江 守   勲 君 

 ７番  小 畑   傅 君 

 ８番  上 田   誠 君 



 －212－ 

 ９番  金 元 直 栄 君 

１０番  樂 間   薫 君 

１１番  川 崎 直 文 君 

１２番  伊 藤 博 夫 君 

１３番  奥 野 正 司 君 

１４番  中 村 勘太郎 君 

１５番  川 治 孝 行 君 

１６番  長 岡 千惠子 君 

１７番  多 田 憲 治 君 

１８番  齋 藤 則 男 君 

 

４ 欠席議員（０名） 

 

５ 永平寺町議会に説明のため出席した者の職氏名 

町         長   河 合 永 充 君 

副    町    長   平 野 信 二 君 

教    育    長   宮 崎 義 幸 君 

消    防    長   朝 日 光 彦 君 

総 務 課 長   小 林 良 一 君 

財 政 課 長   山 口   真 君 

総 合 政 策 課 長   平 林 竜 一 君 

会 計 課 長   酒 井 宏 明 君 

税 務 課 長   歸 山 英 孝 君 

住 民 生 活 課 長   佐々木 利 夫 君 

福 祉 保 健 課 長   木 村 勇 樹 君 

子 育 て 支 援 課 長   吉 川 貞 夫 君 

農 林 課 長   野 﨑 俊 也 君 

商 工 観 光 課 長   清 水 和 仁 君 

建 設 課 長   多 田 和 憲 君 

上 下 水 道 課 長   原   武 史 君 

永 平 寺 支 所 長   坂 下 和 夫 君 

上 志 比 支 所 長   酒 井 健 司 君 
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学 校 教 育 課 長   清 水 昭 博 君 

生 涯 学 習 課 長   山 田 孝 明 君 

国 体 推 進 課 長   家 根 孝 二 君 

 

６ 会議のために出席した事務局職員 

議 会 事 務 局 長   川 上 昇 司 君 

書         記   源 野 陽 一 君 
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

午前１０時００分 開議 

～開 会 宣 告～ 

○議長（齋藤則男君） 各議員におかれましては、お忙しいところご参集いただき、

ここに１０日目の議事が開会できますことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、傍聴心得を熟読され、ご協力いた

だきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 ただいまの出席議員は１７名で定足数に達しております。これより本日の会議

を開きます。 

 議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付してあり

ますので、よろしくご協力お願い申し上げます。 

 それでは、議事に入ります。 

～日程第１ 一般質問～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第１、一般質問を行います。 

 会議規則第６１条による通告を受けております。 

 １１番、川崎君の質問を許します。 

 １１番、川崎君。 

○１１番（川崎直文君） １１番、川崎直文です。ちょうど年度の切りかわりという

時期で、来年度、平成３０年度しっかり取り組んでいかないかんということで、

確認をしていく時期ではないかなと思います。 

 こういった意味で、今回、私の一般質問のテーマ、２つ設定しております。 

 １つは、まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の推進はということで、これ

までの取り組みを棚卸しして、次年度、平成３０年度をどのように取り組んでい

くのかということを確認したいと思います。 

 ２つ目は、パブリックコメント制度の充実はということで、これも昨年制定し

ました総合振興計画の中に住民参画の推進ということで一つのテーマとして「パ

ブリックコメント制度の充実」ということで取り上げております。これも今後ど

のように展開していくのかということをひとつ確認したいと思います。 

 それでは、最初の質問事項を始めたいと思います。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の施策の推進はということで、これは今ほど

申し上げましたように、平成３０年度の当初予算編成方針の中にも、永平寺町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略に基づいた施策を推進しますということで重点施
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策の中に予算編成方針の中でしっかりと出ております。 

 まず、この総合戦略を捉える前に、同じ時期に制定されました永平寺町人口ビ

ジョン、このビジョンがあって、総合戦略が策定されたということです。この永

平寺町人口ビジョンで推定した人口推移ですね。永平寺町の人口、これからどう

なるのかということ、これは平成２７年の１０月にこのビジョンが設定されてお

ります。そのビジョンの中で推定した人口推移減少、このように減少していくん

だということが推定されております。それと比較して、現在の状況はどうなって

いるのか、どう捉えているのかというところをまず捉えたいと思います。 

 今紹介しました平成７年の永平寺町人口ビジョンによりますと、２０４０年の

永平寺町の総人口は２０１０年から３，３２５人減少しますと。２０１０年から

３０年間の間に３，３２５人の減少という推定をしております。このときの推定

と現状どうなっているのかというところお聞きしたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） それでは、人口ビジョンの推移と現在の状況という

ことでございますけれども。 

 人口ビジョンにつきましては、今議員おっしゃったように、推計の中でも将来

の人口推計として３つの独自推計により社人研とかとの比較を行っておるところ

でございます。 

 その社人研による人口推移を含めまして、町独自の推計もありますが、その中

で町としては独自推計の３つのパターンがある中、独自推計の３というものを目

指すということとしております。 

 そういった中で、２０４０年の手前になりますけれども、２０２５年（平成３

７年）時点でその３つの独自推計の中では１万９，１００人から１万９，６００

人程度の人口というような推計を行っております。 

 これを現在の平成３０年３月１日現在の住民基本台帳による人口で見ますと１

万８，７４６人ということで、人口ビジョンでは２０２５年（平成３０年）に１

万９，１００人程度といった数字でしたが、現在の住民基本台帳によりますと、

ことしの３月１日現在で１万８，７４６人ということで、実際の推計よりもその

減少幅が、減少傾向が大きいというような現状になっております。 

 また、２０２０年の独自推計３では１万９，９１７人、社人研では１万９，８

４６人という数字になっておりまして、先ほど住民基本台帳をご紹介しましたけ
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れども、その数字、平成２７年の３月から平成３０年の３月１日現在の人口の減

少幅、３カ年で平均しますと約１％の減少幅になっておりますが、この状態が続

くと仮定した場合に、２０２５年、２０４０年の手前であっても２０２５年時点

でも１万８，０００人を下回るというようなことが推計されるというような現状

となっております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 今、総合政策課長から、人口の絶対値の話、１万９，００

０、いや、１万９，０００を割ってるという話があったわけですけれども、一番

わかりやすい話が、これまでちょうど平成２７年のときは永平寺町の人口は大体

年間１００人台というんですか、２００人を超えることはなかったんですね。１

年間の減少人数ですけれども、それが２０１６年、今１８年ですから２年前から、

その１年前と比較して、その月々、やはり２００人減っていますよと。１年間の

人口減少が２００人という人数、２００人台になってきております。２００人ま

でいかなかったのが２００人を１年間減少してますよと。 

 これは毎月発行されています広報永平寺の２６ページですか、このところに毎

月のその月度の人口が書かれております。一番最終のところに１年前と比べると、

１年前の同月と比較すると２１６人減りましたとか、そういう数字が出ているわ

けです。ここの数字が、何回も言いますけれども、年間の減少が２００人台に入

ったと。これはどんどん人口減少が加速されているんじゃないかなという認識で

すけれども、もう一度確認します。これでよろしいですね。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 確かに、今現在で人口台帳から見ますと人口ビジョ

ンで推計したよりもさらに減少傾向は大きいというふうに捉えております。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） この減少を想定したまち・ひと・しごと創生総合戦略、人

口ビジョン、これ、全国各自治体でも同じ時期に取り組んでいるんですけれども、

現状を見ると、やはりそのときに想定した減少傾向がさらに加速されているとい

うのは、何も永平寺町だけではなくして、全国の自治体でも言われています。 

 この１月に新聞にも出てましたように、「地方創生、看板倒れ」というちょっ

とどぎついタイトルですけれども、中身を見ていきますと、例えば宮崎県のえび

の市というところがあるんですけれども、その市ですけれども、この１月の人口



 －217－ 

は１万８，７００人という人口規模です。その市の担当者のコメントが出ており

ます。地元を離れる若者が多いと。新規に農業へつく新規就農者への補助、独自

支援を始めた結果、３年間でえびの市の場合、１２０人が移住されたと。えびの

市のほうへ入ってきた。１２０人が移住されたんですけれども、やはり出ていく

人が多いと。この人口減少を食いとどめるのは容易ではないという、いろんな施

策を打って、その若者定住、そして若者が移住していただくということで取り組

んでいるんですけれども、やはり出ていく人が多いということ。改めてコメント

を出しております。 

 さらに、もう一つの記事を紹介したいと思います。 

 この移住ということを促進、できるだけ永平寺町へ来てもらうということで取

り組んできているわけですけれども、そこにいろんな課題が浮かぶと。それから、

どういった視点で取り組んでいくのかということも、これは総務省でこういった

地方創生に取り組んでいるいろんな会合があります。その中で出ているのが、自

治体の支援策はどこも横並びでニーズと合ってないと。どこの自治体を見ても、

いや、若者移住、若者定住とかいうことで捉えていると。やはりこれには限界が

あるんじゃないかということで、まずはその移住、移り住むベースとなる魅力あ

る地域づくりは必要だといったようなその視点ですか、その力点どこに置くのか

といったようなことも、この総務省のいろんな会合で有識者からコメントが出て

るということです。 

 このことは、やはり永平寺町のこれからの取り組みの方向づけの一つにもなる

んじゃないかなと思います。まずは移住のベースとなる魅力ある地域づくりが必

要ということです。 

 このことについては、また後ほどいろいろと確認したいと思いますけれども、

当町もいろいろこういう地域づくりという観点から、既にいろんな取り組みがさ

れているんじゃないかなと思います。また後ほど確認させていただきます。 

 人口減少が加速度的にふえているということを確認しました。それでは、平成

２７年に制定して総合戦略、いろんな施策、そのときは３６の施策が具体的にこ

の戦略の中でうたわれて、その後取り組みされてきております。２年半が過ぎよ

うとしております。平成２９年度ももうわずかです。この２９年度の見込みも含

めまして、この総合戦略、施策の進捗状況はどうであったかということを確認し

たいと思います。 

 ちなみに、この総合戦略の進捗状況につきましては、永平寺町まち・ひと・し
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ごと創生総合戦略検証委員会というのが開催されております。その検証委員会で

の検証結果も踏まえて紹介していただきたいと思います。 

 今までの総合戦略３６の施策の進捗状況、こういったところがおくれてるよと、

その是正策はどうなのかということが次年度、平成３０年度の方向づけ、展開に

つながっていくものと思いますので、ひとつお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 昨年の１１月１７日に検証委員会を開催させていた

だきまして、そこで２８年度の実績値によりまして進捗状況を報告させていただ

いております。それぞれ４つの基本目標に基づいて、こちらでは今、４０の施策

に取り組んでいる状況でございます。 

 その中で、既に目標を達成している施策として１４項目、目標達成途上という

ものが２６項目というような形で報告をさせていただいております。そのときの

検証委員会でのご意見としましていろいろ意見いただいた中で、もう既に目標を

達成しているものについて、その項目的にこちらから削除をするべきものとか、

その当時、策定のときにはこういう施策をするというものが社会情勢の変化によ

ってやっぱりニーズに合っていないということで、その内容を変更したいという

お話をさせていただいたときに、じゃ、それにかわるような代替案はないのかと

いうようなご意見もいただいております。 

 最終的には、検証委員会でご報告させていただいて、検証委員会でいただいた

意見等を再度取りまとめまして、次の検証委員会で目標の変更ですとか、そうい

ったものを検証委員会にお諮りして、検証委員会の承認といいますか、検証委員

会のほうで諮っていきたいというふうに考えております。 

 あと、年度別のやつはまだいいんですかね。もう行けばいいですか。 

 その中で、それぞれＫＰＩという形で目標を設定しておりまして、それぞれ年

度別にその目標の到達する年度を設定しております。その中で、目標達成の１４

項目のうち、目標年を２７年度というふうに設定したものが３つ、３項目ありま

す。２８年度は４項目、２９、３０年度はゼロで、３１年度は７項目、計、先ほ

どの達成した１４項目になります。 

 ２７年度目標年ということで達成した中には、永平寺町ＰＲ動画の作成という

基本施策に係る年間アクセス数というものを１万２，０００ということで目標設

定しておりまして、実績値１万９，０４２ということで目標達成していると。 

 また、福井労働局との雇用対策協定の締結ということを目標値１件ということ
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に対しまして、実績１件ということで、目標達成しているというような状況でご

ざいます。 

 また、２８年度を目標年としたものにつきましては、金融機関との包括連携協

定の締結に係る件数、これを目標値２件ということに対して、実績値２件となっ

ております。これは２９年度も金融機関と連携協定をしておりまして、現在、金

融機関との協定は３件という形になっております。 

 また、学生、若者が参画するまちづくり条例の制定につきましては、２８年度

を目標年としておりましたが、２９年６月に制定をさせていただいているという

状況でございます。 

 あと、１４項目の目標達成のうち、３０年度目標年というのはゼロですが、３

１年度目標年につきましては、永平寺町まちづくり会社の設立ということで、こ

れは２９年６月に設立をしておりますので、既に前倒しして目標達成していると

いうような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 年度別で達成という事業、施策紹介していただきました。 

 ちょっと私のほうからは、なかなか達成が苦しいんじゃないかということを少

し申し上げて確認したいと思います。 

 施策の中に地域おこし協力隊の採用という項目があるんですけれども、これ、

今までも皆さん確認されましたように、なかなか３人の協力隊がおられて、現在

は１名という位置づけになったのかなと思います。こういったところもなかなか

未達の、達成には非常に厳しい状況に陥っているんじゃないかなと思います。 

 それから、あと、まちづくり会社紹介ありましたように、前倒しでつくられた

ということですね。 

 それから、空き家等の利活用による定住の推進というところも、これも目標年

度３１年度なんですけれども、私が捉える限り、ちょっとかなり厳しい状況にな

っているんじゃないかなと思います 

 特色ある宅地造成プランの策定ということで今進めておりますけれども、これ

もしっかりと取り組んでいく。プランの策定ということですから、宅地造成され

たという、そこら辺の設定もいろいろあろうかと思うんですけれども、しっかり

取り組んでいかないかんのじゃないかなと思います。 

 以上、３つ、どのような見解でおられるのか。地域おこし協力隊ということ、
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それから空き家の利活用の促進、それから宅地造成プランの策定というところ、

この３つ、具体的に少し確認したいなと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 地域おこし協力隊の採用ということにつきましてで

すけれども、これにつきましてはいろいろ議論がある中で、やはりその地域おこ

し協力隊のニーズとこちらのニーズとがマッチングがなかなか難しいというよう

なこともございます。今後は地域おこし協力隊につきましては、その各部署とい

いますか、各団体も含めまして、そのニーズの把握をしまして、そのニーズに合

った採用をするというような形で、その辺のマッチングを非常に重要視しながら

進めていきたいというふうに思っております。 

 あと、空き家の利活用につきましては、今協議会といいますか、そういったも

のを立ち上げまして、空き家の利活用について積極的に今進めているところでご

ざいますし、空き家バンクの登録につきましても、広報等を含めまして積極的に

進めているというような状況でございます。 

 あと、宅地造成につきましては、議員仰せのとおり、プランの段階ではありま

すけれども、これにつきましてもこれまでにも何回かちょっと説明はさせていた

だいておりますけれども、やはり現状、町の持ち出しといいますか、宅地造成の

計画の時点で町がどれだけ負担をする割合、そういったものが適正かどうかとい

うことで、今庁内でも再度検討しているところでございますし、地権者の方は非

常に協力的でありまして、今計画の段階の場所の地権者は非常に協力的な方で協

力いただいておりますが、やはり費用対効果といいますか、どうしてもそちらの

ほうを検討せざるを得ないという状況で、これもいずれ結論を出していきたいな

というふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） ただいまの中で、空き家等利活用による定住の推進とい

う項目につきましてですけれども、目標が３１年度までに１件ということですが、

２８年度までの実績としまして３件もう既にございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 進捗については余り詳細に行きますと時間がかかりますの

で。 
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 次の、じゃ、大事なことです。次年度、具体的に平成３０年度、このまち・ひ

と・しごと創生総合戦略という観点から、どういった事業を位置づけて、新規の

事業、継続の事業もあろうかと思います。どういうような展開していくのか。骨

格予算ですから、また肉づけ予算の中で具体的な事業も出てくるかと思いますけ

れども、主な主要事業という捉え方で結構ですから、こういった新しい取り組み

が総合戦略の一つの施策としての位置づけになるよう、それを来年度しっかりと

取り組んでいくよということを少し主要事業というピックアップでよろしいです

から、紹介していただきたいなと思います。 

 先ほど私が申し上げましたように、やはり個別の促進策ではなくして、基本的

なベースとなる地域づくり、これをしっかり取り組んでいくんだということが大

事なんじゃないかなと思います。 

 河合町長のいろんな所信表明でも、そういった観点で捉えて今取り組んでおら

れるというのは認識しております。いま一度、この総合戦略の施策の位置づけと

いうことで明確にして、よりしっかりと取り組んでいただきたいなという思いも

含めて少し具体的な予算、これからまた審議にかかりますけれども、既に主要事

業とかいった資料が出ておりますので、少し紹介していただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 先ほどからの人口ビジョンからの見る地方創生の方

向性等につきましても、今後、創生総合戦略で掲げました目標に沿って着実に進

めていきたいというふうに考えております。その中で、やはり子育て環境の充実

と仕事のある町というものを実現するために積極的に取り組んでいくわけでござ

いますけれども、基本的に基本目標に基づくそれぞれの基本施策につきまして、

さらにそれの細部の事業につきましては、議員もおっしゃったように、今、骨格

予算ということもありますので、やはりどうしても継続事業が主になってまいり

ます。 

 ３０年度当初予算に係る基本目標別にそれぞれ主な事業を見ますと、継続事業

が３１事業で、新規事業が４事業というような形の振り分けになろうかと思いま

す。 

 例えば総合政策課関係で申し上げますと、どうしてもやっぱり継続事業の中か

らですと、「新しい人の流れをつくる」という基本目標に対しまして、永平寺町

住まいる定住応援事業ですとか、永平寺町ＰＲ事業といったようなもの。 

 また、子育て支援関係では、夜間・短期入所保育事業とか子育て支援センター
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の事業、学校給食無償化などといったような形で継続事業が多くなってくると。

また、安定した雇用の確保という面では、産学官連携したチャレンジ企業支援事

業とか販路開拓支援事業など。観光振興としましては、越前加賀インバウンド推

進機構の負担金、周遊・滞在型の観光推進事業といった事業で、継続事業がやっ

ぱり中心となってきているのが現状でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） それでは、子育て支援課関係の事業についてご説

明させていただきます。 

 子育て支援関係は、ほぼ継続事業がほとんどですが、まず、この総合戦略の中

でアンケートを実施するという、子育てのニーズを把握するということで、２９

年度もアンケートを実施させていただきました。その中で、住民が求めるニーズ

なんかもわかっている点もありますが、それを来年以降もしっかりアンケートを

実施していきながらニーズをつかんでいきたいなというふうに思っています。 

 一応目標値としては、満足度がＫＰＩになっていまして、一応９割。その実績

においてもほぼ９割の方が永平寺町の子育て施策は満足しているというような結

果も出ておりますので、また来年度、そういうアンケートを実施したいなと思い

ます。 

 また、保育サービスの強化では、延長保育とか休日保育の利用者数、これにつ

いても目標は達成しておりますし、放課後児童クラブの実施、充実についても目

標値は達成をしております。この２つも次年度それぞれ継続をしていきます。 

 あと、世代間交流ですね。子育て支援センターや幼児園での世代間交流につい

ても、各幼児園等で地域の方と世代間交流していますが、これについてもずっと

継続してやっておりますが、目標値５０人のところをもう１１９人という形で目

標を達成している。これも次年度以降、継続していく事業でございます。 

 ただ、中にあります町の特性に合わせた子育て環境の整備というところで、３

世代同居のおじいちゃん、おばあちゃんの方が地域の子どもたちの相談に乗った

りとか、保育するという事業ありますが、これについてはアンケートなんかを見

ますと、そういうニーズ的なものが少ない。あと、そういうことをやっていただ

くおじいちゃん、おばあちゃんたちのマンパワーといいますか、そういうところ

をちょっと団体とも相談をしていきましたが、ちょっとこれについては事業実施

が難しいのではないかと。またニーズ等も少ないのでないかというところで、ち
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ょっとここについては次年度事業の見直しをしたいなというふうに思っています

し、あと就業制度等についても、２９年度から国が事業を創設したりとかありま

して、そこの兼ね合いもあって、２９年度の事業の見直しは必要があるというと

ころで、子育て支援関係につきましても、その継続していく事業、また見直し等

が必要な事業というところをしっかり精査しながら、さらに取り組んでいきたい

なと思います。 

 子育て支援課からの事業については、ほぼ新規というよりも、ずっと今後継続

していく。終わりというんじゃなくって、継続していく事業というふうに認識を

しております。以上です。 

○議長（齋藤則男君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（清水昭博君） 学校教育課のほうにつきましては、学校給食の食材

における地元産品の使用割合を高めるというふうな計画を進めております。地元

産品につきましては、表にあらわれていますのは県内産という意味合いでござい

ます。お米は含んでおりません。 

 平成２７年度は、そのときには３２％でございまして、平成３１年度までに５

０％に高めるという目標数値を掲げております。 

 平成２７年度、３２％、これは先ほども申し上げました県内産なんですけれど、

うち町内産につきましては１５％ございました。平成２８年度は、県内産が４

５％、町内産につきましては１８％。２９年度は途中でございますが、県内産が

４９．７％、町内産については２３．７％になっておりまして、ほぼ目標値に達

しております。 

 町内の農業振興も視野に入れまして、今後も継続して事業実施に努めてまいり

ます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） 農林課としましては、農業の多様化、販路開拓と農業体

験型観光の推進ということを上げてございます。ただ、これにつきましては、２

７年度に計画を立てまして、２８、２９と、これ県の事業を利用して実施いたし

ましたが、ＫＰＩから言いますすと農業体験型観光の参加人数が３１年度までに

２５０名ということになっておりますが、実際、１７名ということで６．８％の

実績でございます。 

 こういうことから、３０年度からは町として事業に取り組む必要があるという
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ことで、農業資源の活用により農業体験参加者と農家及び地域の人々が交流する

機会を促進する観点から、農業体験型観光事業を実施する予定をしております。

これは、農業体験を担っていただける農家の方の支援ということで、誘客に必要

な経費並びに圃場整備費用としまして７０万円計上しております。 

 さらには、その他の関係機関への働きかけということで、えち鉄さんが電車に

乗って市町をめぐる「えち鉄ツアー」というのがあるんですが、この計画に乗り

まして、永平寺町の圃場における収穫体験とか観光を合わせたツアー企画を予定

しておりまして、これに協力するということを考えております。 

 それから、販路開拓面でいいますと、「ＳＨＯＪＩＮ」ブランド、これ今、農

林関係ですと１２品目登録してございますが、さらにこれを拡大しまして、商工

観光課とタイアップして販路拡大に努めたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） 観光に関する基本施策は５件ございまして、そのう

ち４件の目標値が大本山永平寺参拝者数ということで６５万人となっておりま

す。平成２７年に北陸新幹線金沢開業効果で５８万人と大きく上昇をいたしまし

たものの、その効果も薄れ、２８年には５６万人、２９年では５２万人余りと減

少をしているということでございます。 

 まだ、２９年の県内各地の観光施設の年間の結果というのはまだ出ておりませ

んけれども、本町の減少額はそれでもまだ若干小さい方かなとは思うんですけれ

ども、やっぱり年々減っているということに関しましては危機感を持っておりま

す。 

 あと、目標値としては設定してございませんが、本町全体の観光入込数という

ふうなものもあるんですけれども、近年、１００万人を超えていると。これは道

の駅禅の里及び永平寺温泉のオープンによるものでございます。 

 計画策定時には道の駅はオープン前ということで、２８年に４１万人を入れ込

んだということで大きな伸びを示したかなというふうなことを思っています。 

 外国人観光誘客事業にというものがあるんですが、これに関しましては大本山

永平寺外国人の参拝者数１万人から目標値２万人へというふうなことになってお

ります。２９年では前年比３０％増と順調にと言えばいいのか伸びております。

そういった意味におきまして、達成が見込まれるんではないかなというふうには

思っています。 
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 総じてですけれども、観光誘客に関しましては各種広域事業でも事業を推進し

ておりますけれども、特にことしについては門前まちなみ整備も夏に完成という

ことで、これのＰＲも中心にしながら、本町でも独自の施策を検討していきたい

というふうに思っております。 

 それから、新規起業、大学生起業のための産学官連携推進体制の整備というこ

とに関しましては、起業に至った件数が５件というのが目標値でございましたが、

現在のところ２件というところで、各機関ともより連携を強化するというふうな

必要があるかなというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 建設課所管の基本施策は、先ほどの空き家を利活用した

定住の推進というものがございます。町のホームページで空き家バンクというも

のを公開してございますけれども、閲覧者により見やすく、わかりやすくするす

るように再編集を考えております。 

 それと、これに加えまして、今、国土交通省が運用を試行でやっておりま全国

版の空き家バンクというものもございまして、これへの参加も検討しているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今いろいろな進捗を答弁させていただきました。 

 例えばこれの本当の目標設定、本当の目標は、先ほどから議員言われています

ように、この人口減少をいかにとめていくか。そのために政策を打っています。

例えば今アンケートをとったのが一つの目標という設定になっていますが、じゃ、

そのアンケートを利用して次の展開をどう考えていくか。学校教育課のように農

林課と連携して、地元の農産物を給食に多く取り入れることによって、農業の農

家の皆さんがどれぐらいそれに対して売り上げが上がってきたかとか、そういっ

たことを一つ一つ調べていくことが大事で、その取り組んできたことを、じゃ、

次の展開、じゃ、こういうふうにしていったほうがいい、またこういうふうにや

めていったほうがいいということを今役場では進めていこうと思っております。 

 そして、あともう一つは、朝井議員のほうからもありました観光客について５

２万人というちょっと悲しい数字が出ております。やはり役場を挙げてといいま

すか、何とか観光客、右下げどまりが金沢開業の効果がなくなったからではなし
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に、じゃ、その効果がなくなって、永平寺町の取り組みによってどれぐらいふえ

てきたか。そこも冷静に分析をして、ただ分析するだけではなしに、その分析を

もとにどう行動するか、何が必要なのか。また、各課の連携が必要なのかという

のをこれからまたしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 いろいろな目標設定で、例えば労働局と協定を結んだから目標を達成していま

すよではなしに、結んだことは一つの目標達成なんですが、じゃ、そことどうい

うふうに連携してやっていくか、そういったこともしっかりとやっていきたいと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 各課いろんな取り組み状況、そして３０年度の考え方紹介

していただきました。そして、町長の考え方も伺いました。 

 今回、繰り返しますけれども、予算の中で主要事業ということで５７の事業が

出ております。これをこの５７の主要事業のリストを、やはりこの総合戦略、４

つの基本目標の切り口で見ていきますと、かなり基本目標に合致した施策という

のがあるわけです。私が見ていきますと、平成３０年度の主要事業の中で、例え

ば先ほど子育て支援課長が紹介してもらったんですけれども、今回の一般質問で

も取り上げられました放課後児童クラブの土曜日の開設というのもしっかりし

た、２７年当時はそういうような施策はなかったんですけれども、しっかりと捉

えてもらっているなと思います。 

 それから、ＩｏＴの推進事業、自動走行、これもこの総合戦略の安定した雇用

というところで、例えば地域内産業クラスター構築支援体制の整備というのはま

さにＩｏＴの町長が言っておられるいろんな町内の各企業、各業界の企業が集ま

って自動走行という一つのものに取り組んでいくというのは、まさにこの取り組

みじゃないかなと思います。 

 それから、農業関係で今回新規に出ました営農指導強化事業というのは、これ、

ＪＡさんへの支援ですけれども、結果的には農作物、売れる農作物とか、それか

ら販路拡大とかっていう事業になっているとここに出てます。これをやはり農業

の多様化、販売開拓と農業体験型観光の推進というものにぴったりと合うと。い

ろいろと私見ていきますと、ほかにも出てきます。 

 そういったものをしっかりと。せっかく総合戦略、こういったやり方があるわ

けですから、３０年度の新規のものにも、新規の事業も戦略の施策の位置づけと

してＫＰＩをしっかりと設定して、単年度の目標をしっかりと捉えてやっていっ
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ていただきたいなと思います。 

 単年度の予算を消化していくというだけではなくして、繰り返しますけれども、

総合戦略の一つの施策として、目標、どういった指標で設定していくのか、どう

いう数値でやっていくのかということをしっかりとこの戦略の延長上で取り組ん

でやっていっていただきたいなと思います。 

 じゃ、何かございませんか。 

 なければ、次の質問に行きます。 

 次は、具体的にパブリックコメントの制度の充実ということです。 

 これは、この２９年度も直近になって、３つのパブリックコメントが行われて

おります。高齢者福祉計画、介護保険事業計画が１つです。それから、第３次の

永平寺町障害者基本計画、これも２つ目です。そして、３月１５日ですから、も

うやがて終わるんですかね。第３期国民健康保険特定健康診査等の実施計画、こ

の３つの計画でパブリックコメントが最近行われております。こういったまずパ

ブリックコメント、せっかく一生懸命やるんですけれども、どういったような実

績なのかというところを紹介していただきたいと思います。 

 第二次の総合振興計画の中にも過年度の実績値が出ております。改めて、今ま

でどうであったのか、そして最近のパブリックコメントはどのような状況になっ

ているのかということをひとつ紹介していただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） ただいまの件につきましてお答えさせていただきます。 

 まず、２７年。２３年からしますかね。 

○１１番（川崎直文君） そうですね。総合振興計画では平成２３年からデータが出

ておりますで、ご紹介お願いします。 

○総務課長（小林良一君） わかりました。 

 まず、平成２３年でございますが、パブリックコメントで２件ありまして、意

見書の提出者数は１名、意見数は１件でございます。 

 次に、平成２４年度でございますけれども、３件ありまして、うち意見提出者

数が３件のうち２人ございまして、合計意見数は７件ございました。 

 平成２５年は、４件ございまして、意見書の提出者数、意見数はゼロでござい

ました。 

 平成２６年でございますが、パブリックコメントの数は３件ございましたけれ

ども、意見書の提出、意見数は――２でございます。済みません。２でございま
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すけれども、ゼロでございました。 

 続きまして、平成２７年度でございますが、このときにはパブリックコメント

の件数はゼロでございました。 

○１１番（川崎直文君） 実施件数は。 

○総務課長（小林良一君） 実施件数ゼロでございました。 

 平成２８年度でございますが、３件ございまして、１件目が第二次永平寺町総

合振興計画ということで、意見書の提出者数が１名で、意見等の数は６件ござい

ました。２件目が、永平寺町公共施設総合管理計画ということで、意見書の提出

者数が１名、意見の数は５件ございました。３件目が、えいへいじ男女共同参画

計画ということで、意見書の提出はございませんでした。 

 続きまして今年度でございますが、４件ございまして、１件目、第３次永平寺

町障害者基本計画・第５期障害福祉計画等と２件目の永平寺町第７期高齢者福祉

計画・介護保険事業計画につきましてはそれぞれ意見はございませんでした。 

 続きまして、今やっているところなんですけれども、３件目の第２次永平寺町

環境基本計画並びに４件目の第三期永平寺町国民健康保険特定健康診査等実施計

画につきましては、３月２日から３月１５日までですね。この期間でパブリック

コメントを実施しているところでございまして、まだ結果につきましてはまだで

ございます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） ちょっと年度ごとで意見の提出された方の人数、そして件

数がかなりばらつきがあると思うんですけれども、ここに来て意見を出される方

が誰もいらっしゃらなかった。したがって、件数もゼロですということで、この

現象面だけを今捉えているんですけれども、どうしてこの意見が出されないのか、

少ないのかっていうところはどんなふうにして捉えておられるのか。また、なぜ

なのかという。どうしようとされているか、お伺いします。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） まず、この永平寺町のパブリックコメントでございます

が、これ、この手続に関する要綱によりまして、公表日数、公表の方法、意見の

提出方法につきましては要綱に基づいた方法で意見を求めているところでござい

ます。 

 公表の方法でございますが、現在、ホームページ、広報紙等で公表、また意見
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書の提出方法につきましては持参、郵便、ファクス、メール等で行っております。

また、提出期間につきましては、公表の日から２週間以上ということでなってお

ります。 

 そうした中で、意見が少ない原因でございますが、私の思うところには、１番

目にはやっぱり関心がないんかなということを感じております。２番目に、関心

がないこともありますけれども、ホームページ、こういうようなもの見ないんで

ないかと。ちなみに、永平寺町内のインターネットをしている方は約２，０００

世帯がございます。 

 ３番目に、公表として２週間ということでパブリックコメントしているわけで

ございますけれども、行政の計画策定資料ですね、これが大変ページ数も多く、

また内容のほうも複雑であるため、期間内に提出が出しにくいということも考え

られるんでないかなと思っております。 

 そういったことで、私もこれからどうしたらいいかということでございますが、

まずはこういった公表を、今ホームページとか窓口等で閲覧しているんですけれ

ども、こちらを閲覧される方が少ないということも考えられると思いますので、

閲覧者をふやすため、こういった計画に伴う関係機関、そういうようなところへ

も計画等を策定する場合にはちょっと関係者に対しては配布していくのも一つの

方法じゃないかなとも思っております。 

 また、これ、今まで大体最終的なもので報告書を出しているんですけれども、

今後、中間的なもの、出せる部分と出せない部分もあるかと思うんですけれども、

そういったことも検討していかなきゃならないかなとも思っております。 

 あとは、こういった計画につきましては議会への説明も行っております。そう

いった中で、議会の皆さんは町民の代表ということもございまして、そうした中

でいろいろと意見を出していただけるということで安心しているんじゃないかな

とも思っておりますので、私のほうは以上、そんなことで思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） いろいろと無関心、町民の方の関心がなかなか得られない

という。そして、具体的にホームページとか、そして各本庁、それから支所で計

画、パブリックコメントの対象となる閲覧を行っている、それもなかなか見ても

らってないという。期間が短い、そしていろいろと理由があろうかと思うんです

けれども、なかなか悩ましいところで、じゃ、具体的にこれを改善していく方法
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を、これをぜひとも見つけて、これでやっていくんだという、見える姿で取り組

まないと、全く同じ繰り返しになるんじゃないかなと思います。 

 改めて、パブリックコメントと町民の方の接点というのは、広報紙でパブリッ

クコメントありますよというのは、例えば環境基本計画であればこのようにパブ

リックコメント募集ということで期間と、どこへ行ったら見れますかいう話が出

てるんですけれども。 

 それとあと、この前も回覧板で国民健康保険の特定健康診査実施計画、パブリ

ックコメントやりますよという回覧板が回っているんですけれども、唯一、この

情報が接点になるわけですね。これを接点というのは、町民の方がこれ見られて、

本当に、じゃ、自分ちょっと関心持ってどないしようかという気持ちが起きるか

どうかという話じゃないかなと思うんです。ほかでいろんな自治体でもパブリッ

クコメントの見直し、課題と対策いうのを見てみますと、ネットで検索するとい

っぱい出てくるんですけれども、そこでやっぱりそうなのかなということも出て

きました。 

 ここで、パブリックコメントって私も申し上げているんですけれども、一体、

パブリックコメントって何なのかっていうそこの制度自体が町民の皆さんがなか

なか理解されてないっていう基本的なところなんですけれども。このネットで見

たその資料は、じゃ、どういう工夫なのかということなんですけれども、「パブ

リックコメント」という言葉自体がよくわからないとね。これ、具体的な改善策

なんですけれども。 

 例えば永平寺町民の方にとってみたら、町民意見提出制度、町民の方が意見を

提出できる制度というこの日本語でこういう制度ですよというタイトルつけたほ

うがいいんじゃないかっていう意見も出てます。なるほどなと思うんですね。 

 そして、一つ一つの案件をパブリックコメントの対象となる案件を説明すると

いう以前の話で、この制度自体はこんなふうなんだよっていう、何のためにやる

のかっていう、そこのところもあわせて皆さんにお話ししていかないと、なかな

か自分が意見を出してみようという引き金にはならないんじゃないかなっていう

思いです。 

 要は、パブリックコメント、もっとわかりやすい名称を使って、そしてどんな

制度なのかというのをこの町民の皆さんに理解してもらうところから始めなきゃ

いけないんじゃないかなっていう思いです。 

 それからあと、実際の計画を見てくださいということですけれども、今は役所
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関係のところで閲覧してます。ここへ来たら見てもらえますというんですけれど

も、やはりもっと人の集まるところで見れるようにしてくださいと。ここのある

自治体の意見なんか見ますと、何か大型ショッピングセンターのところで見れる

ようにしてくれたら、できるだけ多くの人が集まるんやから見れるんじゃないで

すかっていう意見も出ております。 

 それからあと、一生懸命意見を出そうとするんですけれども、どうも一々文書

で書くのは大変だから、何か口頭で意見を言うような場面の設定も必要なんじゃ

ないかなっていう、何かワーキンググループというんですか、何かそういう方法

をとったらいいんじゃないかと。 

 パブリックコメントの対象となるものは、いろんな計画があるわけですけれど

も、先ほど総務課長も言っておられましたように、積極的に関係する機関、関係

する団体、福祉関係であれば社協のところへ行って、いろいろとこれ、こんなふ

うな制度ですよという説明会をする、コメントをいただくという、何か積極的に

出かけていくいう工夫が必要なんじゃないかなっていうこともあります。 

 せっかくの機会なんで、私いろいろと調べた結果を今紹介しましたけれども、

何か一つでも参考になれば、具体的に次年度から取り組んでいっていただきたい

なと思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、名前を変えるというのはいいことだと思います。そし

て、まず、こういう計画をつくるときには審議、例えば団体の方とか代表者の方

に来ていただいて、その団体の代表としていろいろな意見をしてこの計画をつく

っていきます。その中で、パブリックコメント、専門的な人の意見はそこで吸収

している、また来てる。やはり多くの町民のパブリック、公の皆さんがどういう

ふうにこれを、この計画を見ていただくか、どういうふうな意見をいただくかと

いうのが大事だと思います。 

 今おっしゃられたとおり、スーパーとか商工会とか、例えば福祉の計画でした

ら福祉以外のそういった集まるところ、逆にそういった福祉の団体の意見を吸い

上げていろいろ代表者の方から入れてますので、それに関係していない方と言っ

たらちょっと失礼ですけど、その方々がこの計画をどう思うか。違った視点で見

ていただくのがパブリックコメントでもあると思いますので、またそういったの

もやっていきたいと思います。 

 やはりデジタル化、効率化が進んでいる中で、こういったものをやっぱりアナ
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ログにある程度戻らなければいけないところもあるのかなというふうに思ってい

ます。私も防災講座、またいろいろな町民の皆さんに接するときに、またそうい

ったものを説明して、また皆さん、これご意見くださいって置いてくるのもいい

ですし、また議会と語ろう会等のときでもまたそういった計画を、そこで意見を

求めるのはちょっとあれですので、こういったの今出てます、皆さんパブリック

コメント、皆さんの声とか、皆さんの意見という名前に変えてもいいです。そう

いったのでどんどんどんどん関心を持ってもらえるような取り組みも、何かキー

ワードはアナログのような気がしていますので、またよろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 第二次永平寺町総合振興計画の中にもパブリックコメント

の制度の普及啓発ということはしっかり出ております。今、町長のお話にもあり

ましたように、より具体的に次年度一つ一つ取り組んでいくことが大事なんじゃ

ないかなと思います。ひとつよろしくお願いします。 

 これで私の一般質問終わります。 

 ありがとうございました。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩をいたします。 

（午前１１時０６分 休憩） 

────────────── 

（午前１１時１５分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、２番、滝波君の質問を許します。 

 ２番、滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） それでは、一般質問最後となりましたが、私のほうから４

点通告をいたしております。ただ、毎回のことですけれども、最後になりますと

ほとんど今回は重複している質問ばかりなので、できるだけ重複しないように、

そして今までの議員の答弁も含めて、関連もあるかもわかりませんけれども、よ

ろしくお願いします。 

 まず、健康づくり推進のまちづくりということでありますが、町長におかれま

しては２期目の就任おめでとうございます。今議会で２期目の抱負や決意を聞か

せていただきましたが、その中で２番目だったと思うんですけれども、心も体も

健康でいきいきと笑顔で暮らせるまちを目指すということを昨日も熱く語ってお

られました。大変期待をしているところでございます。 
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 昨日もそれに関する答弁がありましたが、この健康づくりというのは今始まっ

たわけではありません。各自治体が取り組んでいるんですが、やはり自治体はト

ップの思いでその取り組みが変わる、まちづくりが変わるということがあろうか

と思います。そういった意味では、非常に期待をしているところでありますが、

全町挙げて健康づくりを一つのキーワードとして取り組んでいただきたいなと思

っているところです。 

 ただ、心もからだも健康でということは、当然、全町民が対象になるわけです

から、赤ちゃんから高齢者まで全ての町民が、そして心も体もということであり

ます。心の健康とは、私が考えるところは幸せ感とか、充実感あるいは生きがい

がある生活。このようなことが感じられることが心の健康ではないかなと思いま

す。 

 そういった意味では、この心と体のバロメーターをどのように位置づけている

のか、そして目標とするものはどのようなことを目標にするのか、ぜひお聞かせ

をいただきたいなと思います。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 非常に大枠なお答えになるかもしれませんけれども、

１番目としましては健康寿命の延伸ということが挙げられると思います。現在、

昨日の答弁でもご提案でもいっぱいいただきましたので、それを踏まえて健康づ

くりを進めていく。 

 元気長生き１１プランという町の保健計画がございますので、これに基づいた

施策を実施していく。それから、地域に根差した取り組みを進めて、町民の皆さ

んに取り組んでもらうように進めていくということを思っております。 

 ただ、健康づくりの啓発をするという意識を持ってもらうというのも大事なん

ですけれども、我々としては生まれる前の施策から介護保険計画まで取り組んで

おります。担当者としては、非常に危機感を持っております。町民の皆さんにも

その辺もご理解していただくような啓発活動も取り入れて、ご自身の健康は自助

じゃないですけど、ご自身で守る。それから、健康でいるという義務があるとい

うことを自覚していただきたいということも思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 今、福祉課の観点から答弁させていただきましたが、バロメ

ーターといいますといろいろあると思います。例えばわがまち夢プラン、これを



 －234－ 

みんなで使ってこういったことをやりたい。公民館活動がふえてきた。体育協会

のそういったいろいろな運動の中でも会員がふえてきて活発になってきた。また、

健康長寿クラブの皆さんがこういったことをやりたい、ああいったことをやりた

い。どこどこの地区にはまだそういうクラブがないでふやさなあかんやとか、そ

ういったいろいろなご意見が出てくることが一つのバロメーターになってくるか

なと思います。 

 きのうもちょっと答弁で、上田議員の答弁でちょっとさせていただきましたが、

福祉課だけではなしに、全ての課がそれにつながっているんだ。さっきのまち・

ひと・しごともそうですが、やはり連携を持っていく。生涯学習で活発に参加が

ふえてた。こういうことをしたらふえてきたという情報を、また健康福祉課で共

有して、こういうふうにしたらいいんだといって、そこでまた健康福祉課の事業

を一緒にやれないかとか、そういったことができるようにしたいなというふうに

思っています。 

 ４月から、またこれは課長と皆さんとも相談しようと思うんですが、各課の課

長が月に１回、今自分が取り組んでいる課の課長を集めてテーマを今健康につい

て皆さんどうですかとか、そういう情報の交換、共有、そういった場をまたつく

っていけたらいいなと思いますし、それときのう上坂議員の提案がありました、

若い職員をどうやって育てるんかという中で、課長が講師になって、その若い職

員にずっといろいろなその課の取り組みであったり、今の現状を伝えていく。そ

して、最終的に将来の永平寺町をどういうふうに役場はしていったらいいかとい

うレポートをまとめていただくとか、課の連携、そういったものをしっかり取り

組んでいくことによって、健康は本当にキーワードだと僕も思っていますので、

これをしっかりと連携がとれる、そういった体制をとっていきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 健康福祉課長はそういった立場で今ご発言したんだろうと

思いますけれども。――福祉保健課、ごめんなさい。そう言われたんだろうと思

いますけれども、いわゆる公約の中には「心と体と」って書いてあるんですよ。

公約ですからまだ浸透してないんかもわかりませんけど、今、町長おっしゃるよ

うに、いわゆる、これ、まちづくりの大きい柱でありますし、子育ても、あるい

は介護も全て含まれるんだろうと思います。 

 要は、この心と体の健康とはっていうことで、１つは生きがい、前向き人生で

あること。前向きな人生であること。２つ目に、社会との関係が良好であること。
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そして、３つ目には、生活習慣行動ができること。この、３要素があるんだろう

と思われます。 

 例えば生きがい、前向き人生であることというのは、具体的には夢や生きがい

を持っている、あるいは幸せを感じる。幸せ感を感じる。あるいは、自分自身で

健康だと言える。こんなことがやはり多くの町民がどれだけ思えるかというのが

一つのバロメーターなんだろうなと思います。 

 ある自治体なんかは、そういうような定期的に多分、固定の人なのか、ランダ

ムにとっているのかわかりませんけれども、これらのアンケートをとりながら、

どれだけ満足感、ここに住んでて生きがいを感じているかというのを調査するら

しいです。そのことを大きな目標値としてひとつ掲げているそうであります。 

 ぜひ、「心と体の健康を」というテーマで、体の部分は数値的にはあらわれる

んだろうと思いますけれども、心という部分をぜひそういった形でやっていただ

くということが大事ではないかなと思います。 

 先ほど川崎議員の質問の中で総合戦略の話がありました。そして、目標値につ

いて各担当課長のほうから答弁がありました。聞いてて思うのは、行政と相手が

１つ２つ、あるいは行政指導でやれる目標というのはやはり達成できるんだろう

と思いますけれども、その目標値が多くの住民を対象にしているということはな

かなか目標値に達成しない。あるいは、先ほどのパブリックコメントでもありま

すが、多くの方に関心を持ってほしい。回り回れば町政のことは自分のことやと

いうことでありますが、そのこともなかなかきっかけとしてパブリックコメント

でコメントしようということにはならないって。なかなか難しい世の中なんだろ

うなと思っております。 

 そこで、先ほどの保健計画についてであります。これは上田議員が昨日質問し

ておりましたが、これ、国の制度、健康日本２１ですか、あるいは県の計画、そ

れの上位計画法に基づいて、また町では総合振興計画あるいは福祉計画というも

のを見ながらつくっていくと。そして、下位の計画では実施計画、先ほど言いま

した障害者の計画もそうですし、国保の健診の計画もそうだろうと思います。 

 ただ、今、「健康」ということことをキーワードにしてつくるならば、ぜひや

ってほしいのは、もう福祉と健康一体となった計画ができないだろうか。そして、

その実施計画もその計画の中の一つの項目としてできないだろうか。 

 当然、実施計画ですから５年とか３年とかロールする必要がありますから、そ

れはしていかなければならないと思いますが、ただ、大きい柱にするには、ぜひ
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福祉と健康、先ほど課長が言われたとおり、出産前、出産から、そして揺りかご

から墓場までというような観点からいうと大きな柱になるので、ぜひそういうよ

うなことで全庁挙げてやっていただけるような計画づくりをと思っております

が、実際にそういうふうにやっている自治体あるはずなんですよ。僕も見たこと

あるんですけれども、そういったことは考えられませんか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 現在抱えている計画の中で判断していきたいという

のが一つの思いですけれども、健康と、それから福祉もあわせて、健康づくりも

あわせて、総体的な計画ということを議員おっしゃっているとは思うんですけれ

ども、現状におきまして、介護保険計画の中でも健康づくり、それから高齢者福

祉、地域包括ケアシステムという大きく目標がありますので、その中ではうたっ

ております。心身の健康のバランスを保って介護状態にならないように取り組み

ましょうという形でうたっております。 

 ただ、きのうも問題になりました働く世代の健康づくりという面では、多少記

載は薄いと思いますので、次期保健計画の中で、逆に自殺対策の計画も含めて作

成するわけですから、心と体という面でうたっていきたいということを思います。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 具体的に保健計画のことでありますが、たしか２３年につ

くっていますよね。２３年度から２７年度、本来なら計画期間であって、それが

２８、２９って延ばして３０年につくって、３１年からと。それほど、ある意味、

本来なら計画を５年間でつくらなければならないのが、延び延びになってきたわ

けですよね。別にないがしろにしていたとまでは言いませんけれども、その間、

いろんな調査、つくるには、先ほどアンケートをしたり、住民の調査をしなけれ

ばなりません。実際に国保の中では健診の結果は資料としていただいているんで

すが、もっと大きな、先ほどの町民全体の意向を把握するには、やはりこういっ

た計画の中でアンケートあるいは調査をする必要があったのではないかなって、

この、ある意味、２年間、３年間のブランクというのが僕は大きいかなと思って

いんですけれども、それらに対して今年度、３０年度どう取り組みをしながら挽

回をしていくんだろうかなと非常に気になっているんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 健康づくりの意識に対しては、確かにアンケートと
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いうことはとっておりません。ただ、がん検診であるとか健康診査を受けている

方について個別のアンケートをしている。それについて現在の取り組みをお聞き

している、ポイントカードの取り組みをされている方にお聞きしているという状

況で、逆に言うと比較的意識の高い方からのご意見をとっているだけかなという

ことも言えます。 

 そういう点では抜かりがあったのかなということも言えると思いますけれど

も、現状においては現在の保健計画の重点項目をもう一度洗い直して重点項目に

取り組んでいくということになっております。 

 それから、先ほど申し上げましたように、きのう、自殺対策の計画も次回の保

健計画に盛り込むということにいたしました。３年延ばしておりましたが、現実

には自殺対策のことも含めておりますので、３１年度に策定するということでご

ざいます。 

 上田議員も委員さんに入っておられてご案内してあるということでございまし

たけれども、もう１年延ばしたことになっております。お願いします。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ちょっとまた延びるというので驚いてはいるんですけれど

も。その部分は後につけるということはできないんですか。別に計画慌てればう

まくいくということではないですけれども、でも、早く計画を立てな実行に移さ

れないのではないかなと思っているので、いろいろなことが。 

 それで、先ほどパブリックコメントの中でもありましたが、なかなか町政のこ

とも関心がないっていう――一般論ですけれども――中で、健診率も上がらない

というところの中で、やっぱり自分にかかわることもなかなか関心がないという

のが今の世代、今の町民というか、我々も含めてなんかわかりませんけど、そん

なんだろうと思うんですよ。 

 これ、個々人の健康づくりが合わさって町の健康づくりになるわけですよ。で

すから、個々人、あんたのことやでっていう動機づけをまずしてあげなあかんだ

ろうと思います。そこが一番苦労するところなんだろうと思います。 

 そして、先ほど町長もアナログでというところがあったんですけれども、そこ

が町内会とか、職域とか、学校とかっていう団体を通してというのが個人の意識

高揚に、動機づけになる可能性があるっていうことなんだろうと思います。 

 そうしましたら、そう簡単に１年やればぐっと延びるっていうことではないと

思います。まずは動機づけを１年でどれだけやれるか。そして、そのことによっ
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て自分の健康、自分の生活を変えていくと。少しずつ変えていくということをし

ていただかなければ、なかなか目指すところはできないんではないかな。ですか

ら、そのことを思うと少しでも早くって思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） まず、その動機づけ、どういうふうにしたら関心を持ってい

ただくか。健康のことだけではなしに、パブリックコメント、また町の取り組み。

今おっしゃるとおり、簡単なことではないと思います。 

 ただ、今回、キーワードは「自治組織」、一緒に議会とまた行政も実は４月か

ら私が議会とやりますので、トップになって立って各課の課長と連携をとってや

っていこうと思います。そこで自治組織は一つそれができ上がったことによって、

公民館も全て入ります。その中で一つの皆さんがまちづくりについて考えてもら

えるような組織になれるように、ただ、それは今言って来年、できてから数年か

かるかもしれません。 

 ただ、そういった地道な、地道と言って先延ばしてるとかそういったものでは

なしに、一つ一つ取り組んでいくことが、しいてはその健康づくりのそういった

こと、さっきからありました心の問題、例えば仲間づくり、今まで町外の人とい

つもつき合いしてたのが、そこで改めて新しい趣味の人と出会って仲間づくりが

できるとか、いろいろそういったのもあると思います。やはり健康、体もいろい

ろな形で取り組んできいますが、一番本当にこの２期目で何とか仕上げていきた

いなと思うのがその自治組織をやることが、皆さんと一緒につくり上げていくこ

とがさっきのパブリックコメントであったり、いろいろな、そういった取り組み

の一つの大きな課題解決にもつながっていくのかなと思っておりますので、ご理

解よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） まさにおっしゃるとおりなんですけれども、やはりそれだ

からこそキーワードは「健康」やと僕は思っているんですよ。すなわち、自分の

ことですから。要は、そのことが大事ですよっていう、健康を通して自治体を見

ていく、あるいは町内会見ていくっていうことができる可能性があるんではない

かなって。その気づきが自治組織なんかもわかりませんし、ポイントカードでし

たっけ、あれでぐっと伸びたっていう、あれも一つの動機づけの手法なんだろう

と思います。 

 そういった鍵となるようなことが、多分、何人も寄ればいろんなことが出てく
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ると思うんです。ぜひ前に進めてほしいなと思います。 

 やはり課題の見える化と対象の明確化をすることと、あと動機づけをどうする

か。あとはデータはきちっと役場ですからいろんな角度からデータを出して分析

をできるんだろうと思います。 

 それと、４つ目のポイントは連携と協働ですね。そして、５つ目は実行力です

わ。とにかく計画立てても実行しなければならないので、そこを少しでも早くや

ってほしいなという私の思いであります。何かあったら。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 実行力は任せてください。一生懸命本当に取り組んでいきた

いと思いますし、今おっしゃるとおり、目標設定、計画、それをつくって終わり

ではなしに、それをじゃどういうふうにクリアしていくか。また、計画をつくる

前にやはりしっかりと現状の把握というのはもちろんしていきますが、やってい

きたいと思いますので、ぜひまた一緒にやっていきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ぜひ期待をしていますし、多分、計画づくりは少人数でや

らなくて、町民たくさん巻き込めば巻き込むほどそれが浸透していくなと思いま

すので、ぜひそんな形で、できたら３０年度やってほしいなとは思っております。 

 それでは、次に行きますね。 

 永平寺ブランドの目指すところということで、これもこの議会で朝井議員が質

問をしていただいたのでかなり重複をしております。 

 ブランドづくりと言われて、やっと形が見えてきたのかなという思いもしてお

りますが、ただ、先進地の熱海に行ってきたわけですけれども、やはり先進地で

ありますから考え方もしっかりしているなというふうに思いました。 

 それは、一つは、ブランドっていう位置づけの中で、やはりあそこは観光地と

いうことがありますし、たくさんの方が来られるというところという特殊性があ

りますから、その観光客に持って帰ってもらうお土産を熱海ブランドとして認定

し、そしてアンテナショップじゃないですけれども、駅ビルに一画を設けて、そ

こで販売ルートを確保しているということであります。 

 ただ、そういうような、多分、あちらも苦労したんだろうとは思いますけれど

も、キーワードはやっぱり「販路確保」と、そして「生産者、提供者のやる気」

やというようなことを商工会議所の方は言っておりました。 

 ただ、今回聞きたいのは、この永平寺ブランド、じゃ、この認定したのは三十
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幾つあるんですけれども、じゃ、どういう戦略をもってこのブランドを認定し、

売っていくのか。目指すところという言い方を僕は通告はしているんですけれど

も、そういった意味ではどういう戦略の中で認定をし、売っていこうというふう

にお考えでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） 本町のブランドの認定に関しましては、今年度、認

定制度を確立し、申請を受け付け、そして３５品を認定したと。それから、パン

フレット等においてＰＲしながら、そして町外にもプロモーション等でＰＲをし

てきたというふうなことでございます。 

 その中で、滝波議員もおっしゃったように、熱海でも「生産者のやる気が」っ

ていうふうなこともおっしゃっていましたけれども、本町の認定事業者の方々も

かなりやる気になっているという現状がございます。 

 さきの答弁でも申し上げましたけれども、来年度からはといいますか、実はで

きれば３月中に開きたいということでご案内をしているんですけれども、認定者

協議会を立ち上げまして、一応その認定者協議会の事務局は商工会にお願いして

いこうと思っているんですけれども、役場や商工会が音頭をとって皆さん何とか

やりましょうというんではなくて、生産者の皆さん、事業者の皆さんが発案をし、

みずから動いてやっていくというふうな形をとっていきたいと思っております。 

 さきの答弁でもプロモーションなんかも事業者の皆さんに行っていただくとい

うふうなことを申し上げましたけれども、やる気も出てきたというふうなことも

見えていますので、どこに行くかとか、どこにＰＲするか、どういうふうな作戦

をとるかというふうなことについても事業者の皆さんの意見を十分取り入れなが

らやっていくという形の中で、そして、まず来年は当然補助事業という形でお金

もつぎ込むということになりますけれども、徐々に自走をしていけるような形。

でも、その事業自体、「ＳＨＯＪＩＮ」ブランドの認定品だけで商売が成り立つ

というふうな形をまずはつくっていきたいなと。 

 そういうふうないいものはそういう形ができて売れていくという形ができれ

ば、じゃ、私もいいものをつくって認定して一緒に入りたいというふうな流れを

つくっていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 非常に期待をするところであります。ぜひ行政においては
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金は出しても口出さずで、生産者、そしてその取りまとめる商工会にぜひ力を発

揮していただいて、いいものができるようにお願いをしたいなって。それがやっ

ぱり健康に結びつくなと思っておりますので。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 豪雪から学んだことということで。 

 戦後、３番目の大雪となった今回の豪雪、亡くなられた方につきましては、本

当にご冥福をお祈りいたしますとともに、おがけがや、あるいは被害に遭われた

方にはお見舞いを申し上げます。 

 このことにつきましては、何人もの議員が質問もされておりますので、私がお

伺いしたいのは３点ございます。 

 １点は、各部署での被害状況の調査及びそれに対する予算措置の作業は進んで

いるのか。当然、県の要望等もありまして、６月の補正に出てくるということに

なるんでしょうかが１点。 

 それと２つ目は、各部署の今回の雪害対策の検証をされ、問題点、課題点を抽

出し、今後の除雪体制等にどう工夫を凝らしていくのかこれ、ソフトの部分です

ね。それを行っていくのでしょうか。 

 ３つ目、国道、県道の除雪体制あるいは中部縦貫のありましたが、そういった

部分では県あるいは国とのこういった非常事態でのやりとりのルール決めといい

ますか、そういうようなことはやられているんでしょうか。 

 その３つ、お願いします。。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 現在、被害状況と予算措置ということにつきましてです

けれども、これは今、毎日毎日新しく被害の状況が入ってきております。総務委

員会でのご質問の中にもたしか入っていたかと思いますので、その時点でお答え

させていただきます。 

 それと、国県道とのやりとりということですが、毎日２回ないし３回、県道の

除雪の状況でありますとか、その日の予定でありますとか、逐一連絡をとりなが

ら、それに必要な人員が予想される場合は町の職員も協力したりというようなや

りとりは密にやってございました。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） 今回、雪害対策に関連して７班の班体制で、それぞれの
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班で役割分担してやってきました。そうした中で、各班、７つの班でいろんな課

題対策等いろいろと出ております。そうした中で、今回のこの雪害を終えて、こ

れから今言っている形のを検証していきます。それで、ことしの降雪時、それで

１０月までにはこういった対策をして、また皆さんにも周知させていただきたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ハードの部分は今建設課のほうで被害状況を見ながら、多

分、６月の補正、補正じゃなくて専決もあり得るんかなと思っているんですけれ

ども、そういった形でやっていただけるんだろうと思います。 

 ただ、ソフトの部分は重要なわけで、確かに何十年に１回という大雪ですが、

それが来年か再来年か来るかもわかりません。今の気象状況は非常にわからない

んで、ぜひソフト面での体制強化を１０月までということですので、それまでに

ぜひ行っていただきたいなと思います。 

 あと、気になるのは、この大雪のときに国道、県道の除雪が任せられなかった

というか、やっていただけなかったので町がやったということですが、それはこ

ういう非常事態においてはそういうようなこともありますよというような県とか

国とかの協定というか、覚書というんかわかりませんけれども、何かそんなのも

取り交わしているんですか、それとも今後取り交わすようなこともあるんですか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 今後につきましては、また国なり県なりとの協議が予定

されると思いますので、そのときに検討したいと思いますが、今現在の段階では

そのような協定はございませんで、あくまでも臨機応変な措置ということで対応

させていただいております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） わかりました。また、委員会でいろいろお聞きさせていた

だきたいと思いますので、この質問はこの程度におきまして。 

 最後、債権管理条例ということになります。 

 町税等の収納率、９８から９９％である本町にとって、この債権管理条例の制

定のねらいが滞納者の生活再建であるというふうに言われております。そう言わ

れてもなかなか説得力に欠けるなというふうな感じがするわけです。 
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 そこで、この滞納されている人は、重複するんですけれども、重複を１と考え

て、何人、何世帯というか、何人。そして、納めない人と納められない人ってい

うすみ分けはおおよそで結構です、これくらいやっていうような数値は出ますか。

あわせて、金額も教えてください。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 滞納されている方の数については、年度当初と年度末で

はかなり数がかけ離れてまいりますので、年度当初で約５００人ということでお

願いします。 

 また、納められるのに納めない方、あるいは納めたいのに納められない方、こ

れはもう私の実際のやってきた中での思いでございますけれども、約９割の方は

納められるのに納めないというような認識でおります。 

 滞納額ですけれども、これも年度当初になるのですけれども、平成２９年度末、

３０年度当初ですけれども、総額、税でございますけれども９，７８８万円でご

ざいます。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） そうしますと、滞納されている方、年当初で５００名。そ

のうち、納めない人が９割、納められない人が１割と、ざくっと言うとそんな感

じだという。 

○税務課長（歸山英孝君） 経験から。 

○２番（滝波登喜男君） 経験からそういうことでありますが。ということは、この

管理条例については、この納めない人についての条例という位置づけでいいんで

すか。納められない人というのは、生活再建型やっていうようなことを余りにも

アピールされるんですが、この条例は納めない人の条例ですね。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 納められない人も納めない人も含めて、債権管理条例で

取り組んでまいります。 

 納めない者については、法に基づく厳正な執行を行いたいと。納められない方

については、やはり負担能力の回復を目指していきたいと。その両輪で取り組ん

でまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） わかりました。今までの答弁はそういうような答弁やった

ということで、こちら思っていればいいんですよね。 
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 では、この再建支援の方法ですけれども、なかなか具体的にはどうやるかって

いうのは示されていないように私は感じているんですけれども、多分、経験値が

ないからっていうところもあるのかなと。 

 例えば町職員の部外者であります弁護士さんとか司法書士さん等々を入れての

生活再建、あるいは各課横断的にやる生活再建、そしてその生活再建の対象とな

る方にどこが寄り添って再建をしていくのかということも余り明確ではないんで

すけれども、その辺はこれから経験値としてやりながらつくっていくということ

でいいんですか。 

○議長（齋藤則男君） 税務課長。 

○税務課長（歸山英孝君） 生活再建の方法、なぜこのようなことを条例化したかと

いう背景には、これまで、いわゆる納付能力のない方については、きのうも答弁

したんですけれども、切るというようなことしか法的には方法がございませんで

したが、それでは滞納の繰り返しになるということで、やはり根本的に納付能力

を回復させる必要があるというようなことで、今回、条例化させていただきまし

た。 

 その方法については、債務者の個々の生活困難のケースに応じて対応をとる必

要があるものと考えております。 

 例えば多重債務に陥っており、債権の納付能力にかける債務者に対しては、フ

ァイナンシャルプランナー、あるいは弁護士などと連携し、まずは多重債務の解

消をすることにより、納付能力の回復を諮ってまいりたいと考えております。 

 ただ、そこで終わりにするのではなく、多重債務に陥った原因を探ることも必

要であると考えております。例えばその原因が就労に関するものであるならば、

福祉事務所が実施する就労支援事業あるいは認定就労訓練事業などと連携し、生

活困窮者自立支援制度など活用しながら、福祉事務所と連携し、債務者の生活習

慣の改善を図ることにより、納付能力の回復を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 生活困窮状況に陥る原因はさまざまで、かつ根が深いものであるという認識で

ございます。その原因に応じた対応を施す必要があり、債務者の生活習慣を変え

ることができなければ、滞納の解消は一時的なものになってしまうと考えている

ところでございます。 

 時間と手間はかかりますけれども、債務者の生活習慣の改善、これが最良の方

法であると認識して取り組んでまいります。 
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 当然、滞納者の納付能力の改善ということでございますので、債権管理室が中

心となって取り組むことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） 今の答弁聞きまして、やはり若干不安になってきました。 

 先ほどの健康づくりじゃないですけれども、やはり心と体、幸せになるように、

ぜひ生活再建をできるだけ、具体的にはわからんのですけれども、できるだけや

っていただいて、寄り添う、あったかい町になるようにぜひお願いをしたいなと

思います。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） この条例は、寄り添う、あったかい町にするための条例です。

この条例がもし制定しなかった、その場合でも、今の収納率というのは本当に今

皆さんに納めていただいております。そしてまた、ほかの課のいろいろな債権も

あります。これもやはり税と一緒のようにまじめに納めていただいている、そう

いった方のためにもしっかりとお支払いしていただくという、そういうふうな状

態になります。この条例がなくてもそういうふうに進めていく。 

 ただ、それでは血の通った、本当に払いたくても払えない人、またそういった

人をどういうふうにして救うのか。この条例があるから、今、税務課長が言いま

したいろいろ相談をする団体とか、弁護士さん、そういった方々と町がいろいろ

提携をしまして、そういった方々の支えになるようにサポートする。この条例が

あるからそれができるんですって。この条例がなかったら、それはやろうと思え

ばできますが、なかなか弱い部分も出てきます。条例でないので。 

 それと、ほかの課とまたがって一緒にやることによって、その債権のある方、

その方にも１カ所１カ所でやるんでなくて、一つまとめて生活再建にしていただ

ける、そういった条例ですので、本当にもう滞納率を下げるためだけにやるので

はなしに、こうやって一生懸命税務課の職員も今福井県下の中では滞納率の低い

町になってきました。ただそれだけではやはり寄り添ってないだろう。もう一度

見直そうというのがこの条例ですので、ぜひご理解をいただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 以上で、通告による質問を終わります。 

 お諮りします。 

 一般質問はこの程度で終わりたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 これにて一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ０時００分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時１０分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

～日程第２ 議案第１号 平成２９年度永平寺町一般会計補正予算について～ 

○議長（齋藤則男君） 日程第２、議案第１号、平成２９年度永平寺町一般会計補正

予算についてを議題とします。 

 議案の審議につきましては、第１審議、第２審議、第３審議の順にて審議を行

いたいと思います。 

 なお、質疑につきましては、会議規則第５５条の規定を順守していただきます

ようよろしくお願いします。 

 これより第１審議を行います。 

 理事者から平成２９年度３月補正予算説明書をいただいておりますので、それ

に基づいて十分なる審議をいただきますようお願いします。 

 平成２９年度３月補正予算説明書に基づいて、課ごとに補足説明を求めます。 

 それでは、議会事務局関係、５ページの補足説明を求めます。 

 議会事務局長。 

○議会事務局長（川上昇司君） 議会事務局関係についてご説明申し上げます。 

 平成２９年度３月補正予算説明書の５ページをお願いいたします。 

 左側の議員報酬関係につきまして、今回、１７３万８，０００円の減額をお願

いするものでございます。これは、昨年６月に議員１名が減となりましたことに

より、９カ月分の議員報酬が不要となりましたので１９８万円を減額するもので

ございます。 

 また、人事院勧告に基づき議員期末手当を０．１５ポイント増の３．３％に変

更することに伴う２４万２，０００円を増額するものでございます。 

 以上、議会事務局関係の補正予算説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 



 －247－ 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次に、総務課関係、５ページから７ページの補足説

明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） それでは、総務課関係の補正予算につきましてご説明を

申し上げます。 

 初めに、補正予算説明書の３ページをお願いいたします。 

 歳入についてご説明をさせていただきます。 

 上段の総務課の派遣職員負担金１５２万７，０００円の補正につきましては、

永平寺町社会福祉協議会へ派遣しております職員の社協負担額が確定したため、

負担金を補正するものでございます。 

 続きまして、２番目の土地売払収入２，６１１万円の減額につきましては、松

岡石舟地係の町有地の売却が入札不調となったため、土地売払収入を減額補正す

るものでございます。 

 説明書の５ページをお願いいたします。 

 歳出につきましてご説明をさせていただきます。 

 右側の公有財産管理諸経費、基金積立金２，６１１万円の減額につきましては、

松岡石舟地係の町有地の売却が入札不調となったため、土地開発基金への積立金

を減額補正するものでございます。 

 説明書の６ページから７ページをお願いいたします。 

 人件費関連についてでございますけれども、これにつきましては人事異動、ま

た人事院勧告による職員の給与改定等により、一般会計におきましては２８９万

１，０００円の減額、特別会計におきましては３４７万９，０００円の増額、合

わせて５８万８，０００円の増額分を補正するものでございます。 

 以上、総務課関係の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議いただきますよう、お願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 金元君。 

○９番（金元直栄君） １点ですが、説明書の５ページの石舟の土地の売却が不調に

終わったため、土地開発基金への積立を減額するというんですが、あと、いわゆ

る３千数百万円の分はどこの分になるのか。それらもやっぱりわかるように示し
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ていただくとありがたいと思うんですが。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） あと残りの分につきましては、けやき台にあります社会

福祉法人福泉会特別養護老人ホームの永平寺ハウスの下に敷地があるんですけれ

ども、そこの土地２，７５２．５平米ですね。これを１平米当たり９，６００円

ということで売りまして、売買だけに２，６４２万４，０００円ですね、これが

売払収入になりました。これにつきましては基金積立となります。 

 以上でございます。 

○９番（金元直栄君） 前も言ったんですが、僕はやっぱり不当に安いんじゃないか。

今国会でもいろいろ話題になっているようなことが重なっていたんで、当時はそ

ういうことで説明はすると言ったんですけれども、そのまま売却するとはちょっ

と思っていなかったので、そういう意味ではちょっとまずいんではないかなって。 

 特にいろんな値引きも含めて、それはたしか、これ、取得時の４分の１ぐらい

のお金で売却ということになるんではないかと。ただ、個々の経過を見てみると、

その前にあった、いわゆる町道、これを町道廃止を行って貸し付けると。優先的

に貸し付けるようになってきたし、その横にあったこの土地も、いわゆるこれま

での説明では無償で貸していたと。 

 いろんな話を聞くと、これは古き職員の問題なんかも同じ根があるのかなと思

うんですが。当分、使っているうちに、それは優先的に払い下げしますよと、そ

れも格安でというような話があったんでないかって疑われても仕方ない状況が、

こういうところであらわれているのかなっていう不安はあるんですね。そこらは

ちょっとどうなんかなってお聞きしたいですね。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） ただいまの箇所につきましては、旧、合併前ですね。そ

ういったことでここを旧永平寺町が土地の権利があるという中で、当時は１億円

近くですか、何かそういうような話も僕も聞いていますけれども、今回は新たに

こういった現在の価格というんかね、そういうような面でした結果、今回は１平

米当たり９，６００円ということで売り払いということになりました。 

 また、ここにつきましては、社会福祉法人ということで特別養護老人ホームと

いうことで、ほかの方が買える土地ということなしで、隣接しておりまして、こ

ういったことでここを買収したいということもありまして、今回、こういう形で

売り払ったということでございます。 
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○９番（金元直栄君） 値段は評価どおりやろう。 

○総務課長（小林良一君） 値段につきましては、評価どおりでしたということでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○９番（金元直栄君） 確かに評価というのがあるかもしれませんけれども、無償で

使って、無償で提供していたという歴史は事実としてあるわけですね。そういう

意味では、ちょっと問題になるところがあるのかな。 

 ただ、僕が言いたいのは、この土地なんかをこういう形で安く売却するという

ことになると、それはそれなりに町にもある一定の損害が生じるということにな

るんですね。それらについては何の説明もなしに評価で売ったっていうだけでは、

僕、説明がつかんのではないか。 

 何で僕は、前もその説明のときに言ったと思うんですが、正当にするためには、

例えばこういう社会福祉法人がいろいろ施設を建設したりとかいう、その進出の

ときには福祉のためにということだから、町から最高５，０００万まで補助する

っていう条例が僕、合併して以降できたと思うんですね、たしか。記憶にあると

思うんですが。そういうところからきちっと出して、それは幾ら何でもこういう

４分の１という価格でなしに、それなりに帳尻を合わせるというんなら僕わかる

んですよ。そのときにもそういうのを正当に使うっていうこともあるんでないか

と。それは幾ら評価とはいえ、それは、もう今の状況は確かに土地の代金という

のは大変かもしらんけれども、最低これくらいではお願いしたいってやっぱり向

こうに言って、向こうがどう対応するかっていうことを考えるべきではないかな

と。こっちからもうある意味、４分の１まで落としてもうて、これではどうなん

かというのは、ちょっとそれは幾ら何でも今のそんたくの話がいろいろ出てます

けど、本当にそれに通ずるようになってしまう。そっちのほうが怖いですね。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 金元議員お忘れかもしれませんけど、僕が議員の時代に、こ

の案件で町道の廃止というのが出てきまして、そのときに１０年間は無償で使っ

ていただけますよという議決案件だったと思います。 

○９番（金元直栄君） 町道は。 

○町長（河合永充君） ええ。町道の廃止。そのままそのときには１０年後には買い

取るという話もありました。それがちょうど１０年目を迎え、実質１１年目やっ

たかな、１０年目を迎えて、今回、その話をさせていただきました。 
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 土地の評価、うちは評価どおりにそういうそんたくとか、そういった誤解を招

くようなことは一切してません。ただ、当時、バブルの時代に買ったときの値段

が高かったんやね。高かった。今の評価に合わせますと、もちろん、あそこはも

う、そこでしか使えないような、もうその施設でしか使えないような土地になっ

ております。評価したところ、今、その値段で今回は売却をしていきました。 

 例えば、町がバブルのときに３億円で買った地面をどこかに売却するときに、

いや、町は３億円で買いましたから３億でないと売りませんよとか、逆にこれか

ら用地買収をするときに、いや、うちは今の評価で交渉をするわけなんですが、

バブルのとき数億円で買ったから数億円でないと売りませんよとかという話にも

なると思います。 

 やはり今回はしっかりとしたその評価で。またもう一つは、この１０年間無償

でというのは議会が議決、そういったこともありましたので、その辺もしっかり

ご理解いただきたいなというふうに思います。 

○議長（齋藤則男君） ３回を超えていますので。 

○９番（金元直栄君） もう最後にさせていただきます。 

○議長（齋藤則男君） それから、今の案件は、この補正予算とは全く関係のないこ

となんです。 

○９番（金元直栄君） いやいや、そうです。でも、売った金額は間違いないんです

から。 

 いや、僕はきちっとやっぱり、そういう異論があったときにはきちっと説明す

べきやと思うんです。 

 １０年前の話ししますけど、その上の地面に行くのはその町道通らんと行けん

のでしょう、たしか。ほかから入ってくるところはなかったように思うんですね。 

○１番（上坂久則君） それはもう１０年前で終わってると思う。 

○９番（金元直栄君） いえいえ、だから、そこを入るのを廃止したっていうのは、

僕はあのとき反対しましたよ。おかしいと言って。 

○１番（上坂久則君） 結果は議決       。 

○９番（金元直栄君） いや、議決等はいいけど、そういう問題ではないですって。

こういう異論のあったときには慎重にせなあかんということです。 

 今、やっぱり土地のいろんな売却の問題では、いろんな問題ありますって。だ

からこそ、こういうところできちっと襟を正して進めないと、単に評価がって、

評価やったってほんなもん、今の籠池のかかわっている案件なんかは評価がむち
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ゃくちゃだったということでしょう。 

 だって、前の人が買うって言ったときは、たしか１０億円ぐらい安かったんじ

ゃないですか。 

 だから、いろんなことで評価も一定の……。 

（「議事進行」と呼ぶ者あり） 

○９番（金元直栄君） いや、議事進行じゃないですよ。 

 一定の裁量が入ってくるから僕は言っている。だから、その問題のときにはそ

れは問題ではないかということを言いました。きちっと。 

 それと、道路からしか入れない状況をなくしたっていう、そういう判断そのも

のがおかしいのと、言っていきますけれども、これまで無償で貸してきた、それ

には前に、いわゆるそういう話があったんでないですか。そういうことについて

は何も答えてないでしょう。 

 だから、こういう案件についてはそこしか利用できないんだからといったら、

そこがお金を出せないところを町が買ってあげたということにとられかねないで

すよ。だから大変だというんです。きちっとしてほしいって。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） そうでないだろうかという質問にはちょっと答弁はすること

はできませんが、しっかりと評価で、これが評価を下回っていたり、何かそうい

ったのがあった場合はそういった何かいろいろ公平性に問われることはあっても

いいかもしれませんが、行政としましてはしっかりこういった、１０年目が来て、

そして買い取っていただく。 

 これ、例えば今回買い取らなかった場合、ずっとまた無償で貸すという期間が

延長されていったというのも事実です。そこの地面はまた利用しようにもしにく

いというのもあります。 

 その当時の話はちょっと憶測では何とも答えることはできませんが、今回、今、

質問が明らかに何か便宜を図っているのではないかとか、そういったふうにとら

れかねないので、今までの手順についてお話をさせていただいたいんです。 

○９番（金元直栄君） 休憩してよ。休憩してほしいんやけど。 

○議長（齋藤則男君） 暫時休憩します。 

（午後 １時２５分 休憩） 

────────────── 

（午後 １時２８分 再開） 
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○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 総務課関係につきまして。 

 滝波議員。 

○２番（滝波登喜男君） 今、この松岡石舟、旧吉野保育園跡、不調に終わったとい

うことは、入札された方いらっしゃったんでしょうか。それで、価格の関係で不

調に終わったというのか、全く応募者がなかったのか。 

 それと、設定価格って教えてもらえるんですかね。 

○議長（齋藤則男君） 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） まず、昨年の４月に広報のほうで町有地を売却しますと

いうことで周知をしました。そして、入札が５月１８日に行われたわけですけれ

ども、実際、応札に参加する人はいなかったということでございます。それが入

札不調でございます。 

 それで、町のほうといたしましては、近くの方が応札してくれればという思い

もちょっとあったんですけれども、実際はなかったということと。今回につきま

しては、宅地面積、売却面積ですね、１，３１９．８７平米をさせていただきま

して、最低売却価格が２，３６９万円で行いました。 

 １平米単価に直しますと１万７，９５０円でございます。 

 以上です。 

○町長（河合永充君）１平米単価の評価とその関係。 

○総務課長（小林良一君） これにつきましても、評価プラス時点修正がありまして、

近くのところの時点修正が９７％ですか、１万８，５００円でしたけれども、２

６年の１１月現実で。時点修正がありまして、１万７，９５０円で最低価格を設

定しております。 

 以上です。 

○町長（河合永充君） 問い合わせはあったんかな。 

○総務課長（小林良一君） 問い合わせのほうは、そのときはありませんでした。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） じゃ、これ、この土地、今後どうするんですか。また。 

○総務課長（小林良一君） 今回、不調となりましたけれども、町といたしましては

やっぱり売却したいという考えがございます。しかしながら、ことし国体がある

ということで、ことしはちょっと国体の駐車場として活用させていただけないか
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なと思っておりまして、それ以後、また売却についても１筆で売るか、分割で売

るかはちょっとまた検討してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 なければ次に、財政課関係、８ページの補足説明を求めます。 

 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） それでは、財政課関係の説明をさせていただきます。 

 予算説明書の８ページをお願いいたします。 

 左側にあります基金積立金では１７億８，０００万円を計上しております。 

内訳としまして、平成２８年度剰余金確定に伴う８，０００万円と基金再編に伴

う特定目的基金への振り替え１７億円でございます。 

 振り替えにつきましては、教育施設整備基金に１０億円、すこやか子育て支援

基金に２億円、まちづくり基金に５億円をそれぞれ財政調整基金から振り替える

ものでございます。 

 次に、歳入についてご説明いたします。 

 戻りまして、３ページをお願いいたします。 

 上から３番目の地方交付税では、普通交付税の算定額が確定したことから６，

０００万円を増額しております。 

 繰入金では、歳出で申し上げました基金積立金の財源として１７億８，０００

万円、その他３月補正の財源として１億９，７２４万円、合わせまして１９億７，

７２４万円を増額しております。 

 町債では、臨時財政対策債の借入限度額が確定しましたことから２，０００万

円の減額、また工事等の減額に伴い、財源としていました合併特例債を３，８０

０万円減額、合わせて５，８００万円の減額でございます。 

 以上、財政課関係の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 金元君。 

○９番（金元直栄君） ２点あります。 

 １つは、繰越明許の一覧表をいただきました。これまでこういうのはあんまり

示されてなかったので、こういう示された方は非常にいいと思います。ただ、こ
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こで、これまでもいろいろあったことがあるんかしらんですけれども、この中で

ちょっと問題がある繰り越しやなというようなことが財政当局として見ている面

があれば、やっぱりどこかで示してほしいし。 

 何でほんなこと言うかというと、上水道の問題でちょっとああいう問題があっ

たことがありますから、やっぱり業者の工事のおくれが一番最初のつまずきやと

いうこともあり得ると思うんですね。そんなのをどう見てるかっていうのは、や

っぱりこういうようなときにはきちっと示していただくとありがたいと思うんで

す。 

 ２つ目には、基金のいわゆる積みかえの話ですけれども、いわゆる財政調整基

金が１７億８，０００万ですか。違う。残るのが十二、三億残るんですか。１３

億残るんですね。 

 いわゆる財政調整基金のその数字というのは、そこが最高額なのか、どの辺ま

でまたこの調子でいくと積み上がることもあると思うんで、そのときにはまたこ

ういうことを再度やっていくんだろうと思うんですが、そこは機敏にやっていか

ないと、それを口実にっていつも言ってますけど、本当に地方交付税減らすぞ減

らすぞって勝手に国が判断するところですから、そこは機敏に対応してほしいと

思っているから言うんですけれども、その辺どう考えているんでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） まず、繰越明許についてでございますけれども、基本的

には３月末まで、平成２９年度までの執行という形で物事が進んでおりますけれ

ども、ここに書いてあるようなさまざまな理由によって、その３月末までに事業

が終了しない場合は、こういった翌年度へ繰り越して、その予算を使うというよ

うなそのルールにのっとった形でやっております。 

 こんなことを申し上げてはなんですけれども、以前は例えば出納整理期間中に

何とかしようというような風潮もあった時代もありました。そういったことは現

在は一切していないので、そういう意味ではこういった繰り越しという形で年度

末までに終了しないものは繰り越すという手続をとってやるというような方針で

います。 

 それから、今お手元にお示しした繰越計算書というものは、今回は細かく理由

がずっと書いてありますが、翌年度の６月補正で毎年出しているものですね。そ

こでその繰り越した事業の財源の説明という形で繰越計算書というものは６月補

正で出させていただいておりますので、次の６月補正にも同じような表が出ると
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思います。 

 それから、財調のお話ですけれども、議員仰せのとおり、この振り替えによっ

て現在の財調が約１３億というような状況になります。この１３億というのが適

切な金額かどうかということですが、これについてはいろんな考え方があろうか

と思います。よく説明でも使わせてもらいました、一般的な目安といいますか、

それは標準財政規模に対する財政調整基金の比率といったものがよく使われま

す。それについては約１０％から２０％というふうに一般的には言われておりま

す。 

 そういったところから見ますと、これまで振りかえをする前までは永平寺町は

約４８％の比率で抱えておりました。今回、振りかえをしたことによって、２０．

７％ということでございます。ですから、いわゆる標準的な額かなというふうに

思っております。 

 ちなみに、県内、現在の様子を見ますと、その振りかえする前まではその比率

が県内では町として４番目に高い状況でした。今回、こういったことをやった関

係から、大体１０番目ぐらいになったんじゃないかなというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） もう繰越明許で特に知りたかったのは、いわゆる進捗率なん

ですね。ところが、進捗率を見ていくと、例えばこの予算がいつごろついたかと

いうのも当然ありますけれども、工事の性格とか、当然、その繰越明許を前提と

しての交付予算なんかもありますから、それはそれでどこかでやっぱりゆっくり

見れるようにする表が欲しいなっていうのと、あとは事業の困難さからなかなか

進んでいないなっていうのもここで見れる面があると思うんですね。だから、そ

ういうのを示してほしいということを言ってました。 

 しかし、６月には、今度は記載事業の内容のここまで含めた表が出てくるわけ

ではないと思うんですが、そこはすごくわかりやすい表が出てきたと思っている

ので、それはありがたく思っています。 

 財調の問題ですけど、大体それで標準的なところに来たという話です。でも、

本当にやっぱり以上なときはちょっとやっぱり早う見直そうということをきちっ

とどこかで声上げないと、議員から上げてもちゃんと財布握っているのはそちら

の話ですから、幾ら言っても遠ぼえにしかならんのではあかんと思うんですって。 
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 ここは大事なことで、以前から言ってるように、あの競艇が華やかしきころの

三国町ですね、昔の。ここでも３５億円ぐらいの財調というのはもうひどいって、

それはもう持ち過ぎやって言われていた時代があったはずですわ。僕は、向こう

へ入って調べたことありますけど。それにも匹敵するよっていうのは、以前から

言っているんですね。でも、そこにはあんまり耳を貸さない。国はそれを口実に

するよって言ってきたのも、もう大分１０年以上言ってきてると僕は思うんです

ね。そこもやっぱりそれなりにやっていかんと、自分たちのその範囲内、目の届

くところだけっていうのはまずいんじゃないか。率直に耳を貸すように進めて、

これは一歩前進だと思うので。ただ、これが今財調がそれなりのパーセンテージ

あると、もう既に。そこに積み上げることがどうなのかということを考えると、

次に積み上がっていくのはどこへ回すかということも早速考えておく必要がある

っていうことは言っておきます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） まず、繰越明許費計算書につきましては、先ほど申し上

げてたように、このような細かい表ではなくて、財源内訳として国県支出基金等々

のその内訳が載った表が６月補正に出るということです。 

 それから、財調の件につきましては、これについては、今、慌ててこうしたわ

けではなくて、ご存じのとおり、去年の３月議会で基金の再編をしますというこ

とでお認めをいただきました。そのころから、これまで全く活用されてない、眠

った基金も抱えているというようなことから、そういったものを統合して目的に

合った使い方をしていこうという前提で基金の統合、条例改正をさせていただい

たと。今回、１年かけて幾らぐらい振り分けるのが適当かというようなことを町

内で検討して、今回、こういう形になったということでございます。 

 議員ご指摘のとおり、目的もなく漫然と積み上げるというようなことは、今後

もしたくはないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 最後です。この基金の中には地域福祉基金というのもありま

す。そこを取り崩して支援したこともあったはずです。それだけ言っておきます。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

２番、滝波君。 
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○２番（滝波登喜男君） ちょっと教えてほしいんですが、農業比率ですけれども、

一般財源で進捗率が０％、このような理由で工事はできてませんよって。でも、

よく見ると負担金ですよって。これ、繰り越し上げなあかんのですか、こういう

場合は。というのが１点と。 

 その理由が、河川管理者との協議、県の事業主体となっているがということで

すから、何か負担している側の理由ですよね。こういうようなのは繰り越し上げ

ないけないのかなというのが１点と。 

 もう１点は、７の商工費の観光案内所整備、この間、あれ、新聞報道で落成式

やったんじゃない。あ、地鎮式か。失礼しました。 

○議長（齋藤則男君） 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） 最初のゼロ％になっております農林水産業費の負担金で

ございます。繰り越しのその理由書に書かれている工事の進捗云々という話は、

この工事施工の主体は県であったり、それから連合会ですか、土地改良連合会が

主体になっています。その主体が行う工事がこういった理由でおくれたというこ

とがまず書かれています。 

 永平寺町としては、その工事に対する永平寺町の負担金を工事が完成したとき

に払うということになっておりますので。ですから、もとの施工主体がおくれた

ので、我々が払うべき負担金も当然おくれると。それは２９年度に予算化したも

のであるから、それはその施工主体が繰り越して事業を行うのであれば、我々の

負担金も繰り越して３０年度に払いましょうということでございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） わかりました。 

 いや、普通、負担金ですから、先負担してまうのかなって思って、そういう質

問しました。逆に、いろいろ国とか県とかもらうのも完成してからもらうってい

うシステムなんですかね。 

○議長（齋藤則男君） 財政課長。 

○財政課長（山口 真君） あくまで予算でもった金額でございますので、工事によ

っては縮小する場合もありますので、そういったもので精算をして、最終的には

何％支払うというような形が多うございますので、最終的に払うということにな

ります。 

 以上です。 
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○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 なければ次、総合政策課関係、８ページから９ページの補足説明を求めます。 

 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） それでは、総合政策課関係についてご説明いたしま

す。 

 ８ページ右側の情報推進事業事務諸経費、補正額１，１１７万５，０００円の

減額につきましては、福井坂井地区広域市町村圏事務組合における電算共同利用

費負担金におきまして、システム改修に係る経費の精算に伴い、負担金の減額が

示されたことから、減額補正をするものでございます。主な減額のものとしまし

て、介護システム改修費用が７００万の減額となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 左側の永平寺町住まいる定住応援事業、補正額４７８万４，０００円につきま

しては、計画助成件数を越える追加申請がありまして、今後の申請見込みを含め、

事業補助金の増額をお願いするものでございます。 

 ９月補正後の平成３０年１月末の時点での助成の実績としまして、３８世帯、

１２７名の方に助成額１，５９０万円の実績となっております。そのうち、転入

者が１２７名のうち７２名が転入世帯でございます。 

 その後、２月以降に新たに追加申請したいということで対象になる世帯が９世

帯ございまして、さらにその後、窓口等に相談に来られた、今後申請が見込まれ

る世帯として５世帯を見込みまして、結果、予算残額を差し引いた４７８万４，

０００円を今回補正をお願いするものでございます。 

 以上、総合政策課の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ８番、上田君。 

○８番（上田 誠君） これの住まいる定住ですので、例えば今、上志比とか松岡と

か永平寺町の分類があると思うんですが、わかれば大体ざくっとどんなもんでし

ょうか。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） ３８世帯の内訳としまして、松岡２５世帯、永平寺

地区３世帯、上志比地区１０世帯でございます。 
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○８番（上田 誠君） その後の追加の分、９戸は。 

○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） 追加申請の分につきましては、松岡地区が８世帯、

永平寺地区１世帯でございます。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） 今の関連なんですけれども、定住応援事業、当初予算では

１８件、件数ですね。それから、９月の補正で追加も入れて４０件という。そし

て、今回、３月補正で先ほどの数字を足し込みますと５２件ですか、という数字

ですね。 

 これ、件数だけを捉えると、当初計画の実に３倍近くの件数になっているんで

すね。これは、この２９年度ゆえにこういう追加件数が出てるのか、そこら辺ど

う見ておられるのか。 

 というのは、次年度の事業も一部規定を見直しかけるというんですけれども、

予算ベースで７００万の予算計上しているんですよね。ここら辺にもつながるの

かなと思うんです。 

 最初の話に戻りまして、今年度は最終的に５２件。平成２８年度のデータ見て

みますと３４件なんですね。３４、５２件という、これすごい件数だけ今捉えて

いますけれども、かなりアップしていると。にもかかわらず、３０年度は従来の

金額ベースですけれども７００万という、ここら辺をどう設計してるのかという

ところも知りたいです。 

 それからもう一つ、単価が上がっているのかな、単価が下がっているのかな、

ここら辺もどういう検証をされてます？ 単価いうのは１件あたりですね。当初

予算でいきますと１８件で７００万ですから、大体４０万ですか、１件平均。結

果、５２件で１，６００万いうことは３０万ぐらいになっているのかなっていう。

件数をどう見てるのか。これ、たしか３カ年の事業だったですよね。次年度、３

０年度からはまた一部規定を見直して３カ年という計画、そこら辺も含めて、今

回の補正の数字をどう見ているのか。 

 そして、これはまた予算の審議のときになると思うんですけれども、次年度の

予算は７００万と。どういう根拠で設計したのかという話につながると思います

んで、まず１２月補正の５２件、これをどう見てるのかということと、１件あた

りの単価ですか、どういう傾向にあるのかということ、お願いします。 
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○議長（齋藤則男君） 総合政策課長。 

○総合政策課長（平林竜一君） ５２件の捉え方でございますけれども、以前にもち

ょっとお話しさせていただいたと思いますけれども、この制度があって転入され

るという方はなかなか残念ながら少ないというようなアンケートの結果出ており

ますが、大体申請に来られるのは住宅メーカーの方が代表してこられるといった

ことで、その住宅メーカーの方にはもともと３年の時限つきの制度ですよと。た

だ、来年度以降も一応検討はしていますといったことで、やはり建てられる施主

者の方にこういう制度が２９年度で一応区切りになるというようなことをＰＲし

ていただいたというか、そういったこともあるのかなと思っています。 

 ただ、消費税云々とか何かそういったことでの駆け込みとかってあるんですか

っていう話は、聞いたところは、そういった影響はないという話の中で、やはり

松岡地区が多いのはやっぱり便利がいい場所だからというようなお話でした。 

 あと、単価、件数につきましては、当初予算におきましてはあくまでも実際に

来年度何件出てくるとか、２９年度で言いますと何件出てくるとかっていうのは、

なかなか予想がつけにくいものでございまして、前年度からの見込みの中で、あ

る意味、枠予算として持っております。最終的に、その件数が出てくることによ

ってその件数も、結局、夫婦お二人、親子等、子どもさんが３人だったり４人だ

ったりということで、その申請内容によってそれぞればらばらというか多種多様

でございますので、そういった形でどうしても単価については当初の予算を単純

に割るっていう単価ではなくて、その申請に合わせて変わってきてしまうという

のが現実でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 川崎君。 

○１１番（川崎直文君） いずれにしても、この目的をしっかりして、町内町外、そ

こら辺をどう見るのかということ。そして、あくまでもやっぱり利用される人た

ち、町民の方がどういったニーズがあるのかというのを見て、しっかりと来年か

らまた３カ年の計画であるということですから、また内容も精査して取り組んで

いただきたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次、住民生活課関係、９ページの補足説明を求めま
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す。 

 住民生活課長。 

○住民生活課長（佐々木利夫君） それでは、住民生活課所管の説明をさせていただ

きます。 

 ９ページ、右側をお願いいたします。 

 後期高齢者医療特別会計繰出金１万５，０００円につきましては、後期高齢者

医療特別会計におきまして、保険基盤安定制度軽減分の額の確定に伴いまして、

その不足分をお願いするものでございます。１万５，０００円の４分の３相当額

が県負担、残り４分の１相当額が町負担となります。 

 なお、財源につきましては、県負担分として後期高齢者保険基盤安定制度負担

金１万１，０００円を計上しております。 

 以上、住民生活課所管の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますよ、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次に、福祉保健課関係、１０ページから１２ページ

の補足説明を求めます。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） それでは、福祉保健課関係の補正予算の説明をいた

します。 

 資料１０ページ左側をお願いいたします。 

 障害者自立支援事業１，７６８万３，０００円の増につきましては、介護保険

給付費、それから訓練等給付費、補装具等支給事業の事業費の増加が見込まれる

ために計上いたします。また、自立支援医療費の国庫負担金を返還する必要があ

るために予算計上しております。 

 扶助費の計上として１，６５６万６，０００円と、合わせて６５万円ですね、

補装具。それから、償還金としまして１万１，０００円、４６万１，０００円、

それからいただく分のマイナスの６，０００円ということでございます。 

 財源としまして、国県の補助金を５０％、それから２５％の率に合わせて計上

しております。 

 右側の地域生活支援事業７６万７，０００円の増額につきましては、任意事業
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の日中一時支援事業の委託料が増加しておるために補正するものです。 

 財源としまして、国県の補助金を５０％、２５％の率に合わせて計上しており

ます。 

 １１ページ左側、老人福祉事務諸経費でございます。２０万３，０００円の増

額につきましては、低所得者居宅介護サービス事業者負担金につきまして不足が

見込まれるため、計上するものです。 

 利用者さんの負担金の３０％を補助するという事業でございます。 

 右側、介護保険会計繰出金でございますが、５９０万３，０００円の増額です。

介護給付費事務費につきまして不足が見込まれるために計上するものでございま

す。 

 １２ページ左側をお願いします。在宅福祉事業１９７万１，０００円の増額に

つきましては、配食サービス、それから外出支援サービス、すこやか介護用品―

―おむつですね――支給サービスにおいて利用者さんの増加が見込まれるために

予算計上をしております。 

 それから右側、妊婦乳児健康診査事業につきましては、財源組替でございます。

当初、国庫の１６万２，０００円の補助金を見込んでおりましたけれども、要件

に合わないと、合致しないということで国庫補助を見送って一般財源に組み替え

たものです。 

 以上、福祉保健課関係の補足説明といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 ９番、金元君。 

○９番（金元直栄君） １２ページです。在宅福祉事業、これは町特有の事業やと思

っているんですが、主に。今回、配食サービス、外出支援サービス、すこやか介

護用品支給事業ということで伸びています。どういう人たちが利用をされている

のか。また、どういうところで伸びているのか。そういう感覚なんかも含めて、

できたら内容それなりに示していただくとありがたいなとは思うんです。きょう

は口頭でいいですから、どこかで紙で出していただければありがたいんですが。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 配食サービスにつきましては、６５歳以上の高齢者

で、単身等で配食が必要な方ということで、民生委員さんの意見をいただいて適
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応しております。現在、１２０名の方が登録されて利用しております。１週間で

週３日提供するということになっております。週１回で終わる方もいれば、３回

利用する方もいるという対応です。 

 介護用品支給事業につきましては、おむつ、それから尿漏れぱっと等申請があ

った方に高齢者の方に支給しております。外出支援サービスにつきましては、医

療機関、それから介護事業所に通う必要のある方、７５歳以上の高齢者もしくは

障がい者の方を対象としております。現在、５００名の方が登録されておりまし

て、月２回まで、主に利用されている方は毎月２５０名の方が５，０００件の利

用があります。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 町民非常に喜んでいると思うんですね。合併当時は旧永平寺

町や松岡は、いわゆる配食サービス、それも週１回程度、週１回もまともにやら

れてないところもありましたけど、それが上志比が２日やっているということで、

そこに合わせ、なおかつ、その回数がふえてきたということで、非常に高齢者も

喜んでいる人たちの声聞いています。こういうことこそ、本当に大事なことでな

いかな。高齢者の栄養が不足していくと、逆に歩けなくなる、不健康になって歩

けなくなる。そういう意味では、そういう一定の支援も必要だと思うんですね。

外出支援サービスなんかも本当に喜ばれていると思うんですね。すこやか用品も。 

 こういうようなのは本当にもっと町としてこんなことやっていますからどうぞ

気楽にご利用って、当然言っていると思うんですよ。さらに町民みんなが理解し

ながら、やっぱり利用促進していけるような方向をさらに探ってほしいなと思う

ところです。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 なければ次に、子育て支援課関係１３ージの補足説明を求めます。 

 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） それでは、子育て支援課関係の説明をいたします。 

 説明書の１３ページ左側をお願いします。 

 保育園運営諸経費におきまして、賃金で２１２万４，０００円の減、負担金、

補助及び交付金で２５７万９，０００円の増額をお願いするものでございます。 

 賃金の減でございますが、２９年度、医療的ケア児２名の入園に伴いまして、
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保育園内で医療行為を行う必要があるということで、看護師２名を位置しており

ましたが、児童１名が入園後間もなく退園となったために、看護師の配置が必要

なくなり退職したことにより、１名分の賃金、２１２万４，０００円を減額する

ものでございます。 

 負担金、補助及び交付金でございますが、広域入所により、永平寺町の児童が

福井市及び大野市の保育園に入園をしていましたので、福井市等の市に対する広

域負担金の補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

 ３ページをお願いをいたします。 

 中段の子育て支援課の欄でございますが、まず分担金及び負担金において１１

４万２，０００円の補正のお願いをします。この分担金負担金は、広域入所、今

度は逆に永平寺町以外の他市町の児童が永平寺町内の幼児園、保育園に広域入所

をしていた４名おりまして、その４名分の負担金をそれぞれの市町から委託の負

担金として町が歳入をするものでございます。 

 次に、国庫支出金、子どものための教育・保育給付費市町村分国庫負担金６０

万３，０００円。２段下の県支出金の教育・保育給付費３０万１，０００円です

が、最初でも説明しました永平寺町の子どもが他市町へ広域入所をしている児童

が８人おりまして、そのうち６人が私立の保育園または認定こども園に入園して

おりましたので、その施設の運営に対する私立の補助金を国及び県で計上をして

おります。 

 基本的に児童１人当たりにかかる公定価格から国が定める基準保育料を差し引

いた金額を対象経費として国庫２分の１、県４分の１という算式になっておりま

す。 

 次に、国及び県の保育対策総合支援事業費補助金でございますが、これは先ほ

ど示していました医療的ケア児の看護師の賃金分の国庫が２分の１、県費４分の

１で当初は計上しておりましたが、その補助制度が国庫分については県を通ずる

間接補助の制度であったために、今回、補正で国庫を全額減額して、県費補助金

で４分の３の計上に組み替えるものでございます。 

 看護師１名が在籍することになりましたので県補助金が全体補助金として１５

９万３，０００円となることから、当初予算に対して５３万１，０００円の補正

ということでお願いをします。 

 なお、この医療的ケア児保育支援モデル事業については、２９年度から国が実
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施した事業でございまして、この事業、福井県では２９年度は永平寺町のみが対

象となった事業でございます。 

 なお、全国に目を向けますと全国でも２３市町のみが対象になったということ

だけお知らせをしたいと思います。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 上田君。 

○８番（上田 誠君） 広域入所で、これ毎年ちょこちょこ変わると思うんですが、

一応福井市と大野市ということで何名ずつ出てるんでしょうかね、大体。 

○議長（齋藤則男君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（吉川貞夫君） 永平寺町の住民である子どもが大野市と福井市の

ほうに入所していたんですけれども、大野市の保育園に２人、福井市のほうに６

人という内訳でございます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 なければ次、農林課関係１３ページから１５ページの補足説明を求めます。 

 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） それでは、農林課関係の補正予算のご説明をさせていた

だきます。 

 １３ページお願いします。 

 農林課ですが、基本的に年度末に来まして額の確定ということで減額補正が主

でございます。 

 まず、１３ページ右側でございますが、米受給調整円滑化推進事業、補正額２

４０万２，０００円の減額でございます。これは、水田農業構造改革補助金、い

わゆる町単の転作補助金でございます。これの確定によりまして減額をしており

ます。 

 続きまして、１４ページ左側お願いいたします。 

 担い手育成事業、補正額５８４万１，０００円の減額でございます。 

 これは、まず多面的機能支払交付金、それから環境保全型農業直接支払対策事

業補助金、これは基本的に国の予算調整が入りまして、その分減額されておりま

す。 
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 それから、水田農業大規模化・園芸導入事業補助金４００万円の減額でござい

ますが、これについてはＪＡさんと御陵の１ファームに機械を導入したわけなん

ですが、入札差金が発生しましたので、その分を減額しております。 

 それから、多面的機能支払交付金返還金でございますが、これは３地区農振除

外がありまして、その分、対象金額を返還しているものでございます。 

 なお、歳入につきましては、それぞれ額の確定によって県からの金額がマイナ

スになっておりますので、その差額分を減額しております。 

 右側お願いいたします。 

 中山間地域等直接支払制度事業、補正額２６万６，０００円の増額でございま

す。これは内訳としまして、中山間地域直接支払交付金、これ主に１集落でござ

いますが未執行ということで１４９万９，０００円の減額、それから中山間地域

等直接支払交付金返還金でございますが、これも１集落の２７、２８年度分の返

還を国、県にお返ししますので上げてございます。 

 次に、１５ページ左側をお願いいたします。 

 県単土地改良事業、これも財源組替でございまして、実際、県単で２地区を要

望しておりましたが、１地区のみでございましたので、１地区となりますと５０

０万に対して２５０万円の県の補助金がありますが、５００万から２５０万にな

ったことによりまして２５０万の財源が足りないということから、一般財源から

組み替えをしております。 

 １５ページ右側をお願いいたします。 

 中山間地域総合整備事業、補正額９１３万５，０００円の減額でございます。

これは県営中山間総合整備事業で、当初、１億３０９０万で申請しておりました。

このうち、町負担分が１５％ということで、１９６３万５，０００円を予算化し

ておりました。ただ、国の確定額が７，０００万円に落ちたために、これに対す

る町の負担分１５％、１，０５０万円となりますので、その差額分を減額するも

のでございます。 

 以上、簡単ではございますが、農林課所管の説明とさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 金元君。 

○９番（金元直栄君） １３ページですね。ピクニックコーンの出荷数量の減なんか
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があったんですが、何か特別な理由をお聞きしているのかというのと、ピクニッ

クコーンですが、３０年度に向けて何か聞いていることはないのかというのもち

ょっと、来年度の予算がどうなるんかということを含めて聞きたいですね。 

 ２つ目は、１５ページ右側ですが、いわゆる今１億３，０００万だったのが７，

０００万の確定ということで、そういう意味ではひどい減になっているわけです

が、そんなに大きい減が何で起こってくるのかということも含めて、ちょっと理

由が、外された理由というんですかね、あれば聞かせていただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 農林課長。 

○農林課長（野﨑俊也君） まず１３ページの町単転作補助金でございますが、内容

を見ますと周年作付補助金、いわゆる二毛作の補助金ですね。これは本町の場合、

基本的に麦後そばというのが多いんですが、そばが非常にことしは不作だったと

いうこともあったと思うんですが、当初１００ヘクタールを見ておりましたが、

これが８３．４ヘクタールというふうに減になっておりますし、それから出荷数

量補助金、これは主にタマネギの減でございますが、当初は３２０トンほど予定

しておりましたが、実際は２５４トンと、面積にしますと９．４ヘクタールから

８．５ヘクタールに減ったと、こういったことが要因になっているかと思います。 

 それから、中山間総合整備事業の１億３，０９０万から７，０００万に落ちた

という件でございますが、これは国の予算配分でございまして、５年間で１２億

８，５００万円の割り振りありますが、初年度ということもございまして、実際

は７，０００万しか割り当てがなかったということでございます。 

 したがいまして、あとの４年間で残りの１２億余しを使うことになりますので

非常にタイトにはなるのかなと思いますが、これはあくまでも国の予算の決定事

項でございまして、ちょっとうちのほうとしては把握しかねます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） １３ページの二毛作についてというんですか、米需給調整円

滑化推進事業の中の問題ですが、去年はタマネギなんかの減があったということ

で、最近、天候によるいろんな取れ高の問題が生まれていると思うんですが、例

えばピクニックコーンですと、来年、種子の確保が１割ぐらいしかできないとい

うことで、この予算どうなるんだろうと思う点があるわけですわ。ほかの品種を

見つけているというんですが、町としても、今度は来年度で営農指導員の支援な

んかもありますけれども、いわゆる町独自の町で種子が再生産できる、これはＦ
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１雑種ですから外国から種子が入ってくるんやね。向こうで不作やということを

口実にもう売らんと言ったら、市況における種子の値段はぼんと上がるんやの。

そういう戦略をとっているところもあるんですわ。種子戦略というのは。 

 だから、日本で種子法というのが廃止になりました。いわゆる国、県が種子を

どう確保して、国民の食料をどう確保するかというのを放棄する一つの根拠をな

くしたって言われているんですけれども、ただ、よく言われているのは、その地

域でやっぱり再生産できる種子をどう確保するかということにも一歩踏み出すこ

とを考えないと大変な状況も生まれると思うんですね。単一品種で栽培すると、

例えばそばでも奥手、早生という栽培の仕方すると、どっちかが被害を受ける。

米なんかはそうですけれども、どっちかが被害を受けてもどっちかが助かる。そ

れが日本人の知恵なんですね。そういうのが今種子戦略の中では見えない。そこ

をどうしていくのかも次にはぜひ考えてほしないなと、これはまた予算のとこで

ちょっと質問することになるかもしらんですけれども、その辺をお願いしたいな

と思っているところです。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） トウモロコシ２５％しか種が、何か６万粒ぐらいしか来年の

種が確保できなくて。 

○９番（金元直栄君） 少し伸びた。 

○町長（河合永充君） 一応あれではなくて、ほんでも少ないんです。四、六、二十

四万粒ないとちょっと来年ができないということで。来年につきましては、せっ

かく今トウモロコシを植える、そういったノウハウができてますので、もう一つ

の甘い品種、ドルチェという品種があるらしいんですけど、それを１年間はそこ

は今までどおり出荷奨励金として町は見ますというふうにしています。 

 ただし、その１年でそのドルチェがひょっとしたらいい商品かもしれません。

今後、この種がまた入ってこないかもしれないということで、ピクニックコーン

という名前はもうつけれませんけど、違ったブランドで発信できるのであれば、

またそういった戦略の中でまたお話はさせてもらいますが、ことし１年はやっぱ

り緊急対策ということで、また一緒なだけ支援をさせていただこうと思います。 

 それと、種につきましては、４年前から六次化という事業があります。済みま

せん、ちょっと今事業名が。実はそれで上志比のニンニク研究会の皆さんが種を

つくろうということで、その事業にのって３年か４年ぐらいずっとニンニクを青

森の住友化学から買って育てていただきました。ことしちょっと出荷、ことしか
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去年ぐらいからちょっともう出荷がその種を出せるようになってきたというふう

に聞いてます。 

 ぜひ、このピクニックコーンもその種のそれも六次化のそういった事業に乗っ

ていただいてやっていただけたらなと思います。ただ、種をつくるというのは、

ことしからつくって来年じゃなしに、ずっと畑を広げていって、またＦ１が、Ｆ

１、Ｆ２、Ｆ３をいかに菌を入らなくするかとか、虫が入らなくするか、その線

が結構シビアなところもあるのも聞いていますので、またそういった支援を引き

続きしていきたいと思いますので、ぜひ利用していただきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 僕が言いたいのは、この永平寺町ってすごくいい条件あると

思うんですね。それ何かといったら、県大の生物資源学科は向こうですけれども、

それ研究する人もやっぱりいるし、新しい麦の品種つくる先生もいるわけですよ。

そこらといろいろ協力して、例えば所要の関係てどうなんかわからんですけど、

ニンニクの種子の再生産なんかもウイルス利用の株をどうやってつくるかという

ことが鍵やと思うんですが、そんなことを含めて、僕、県大のそういうところに

やっぱり地域の農業をどう進行させるかということで相談していく、相談に乗っ

てもらえるものなら研究してもらえるということも含めて考えていって、地域に

合った。まずは県大２号って麦なっているのもそうでしょう。地域に合った。 

○町長（河合永充君） ３号。 

○９番（金元直栄君） ごめんなさい。もう一つ多かったですね。３号。再検査の必

要があるのかなと、町長と同時に思っていましたけど。それは別として。 

 そういうこともありますので、そういうすごくいいもの、地域に合ったもの。

小麦なんていうのはこういう湿潤なところでは育たないというのが一般的です。

それをできるようにした先生もいらっしゃる。だから、そういう専門家の知恵も

かりて、ここでやっぱり種子の再生産ができるいろんな作物の研究をぜひしてほ

しいと。そういう申し入れも町の方針として持ってほしいと思っているんですが、

いかがでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） 実は県大だけではないんですけど、例えば農業試験場とかに

もニンニクできないかとか、いろいろ話は投げかけてます。ただ、そういった機

械になりますとどれぐらいの生産量が見込めるんやとか、何か福井県での割合は

どうなんだとか、何かそういったところから始まるんですけど、何とかつなげて、
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また農家の皆さんと、また役場と、またそういった機関とつながるように頑張っ

ていきたいと思います。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ、ここで暫時休憩をいたします。 

（午後 ２時２１分 休憩） 

────────────── 

（午後 ２時３０分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 次に、商工観光課関係、１６ページの補足説明を求めます。 

 商工観光課長。 

○商工観光課長（清水和仁君） それでは、商工観光課関係につきましてご説明させ

ていただきます。 

 補正予算説明書１６ページお願いいたします。 

 左側、観光まちなみ魅力アップ事業３，５００万円の減額につきましては、ま

ず委託料６００万円の減額につきましては、工事による通行規制に関し、車両通

行を誘導し、支障を回避するため、警備員を配置しておりますが、門前観光協会

との協議により、１２月から２月までが配置は不要ということになりましたので、

その間の費用３００万円を減額させていただきました。 

 また、門前まちなみ整備に係る詳細設計業務について、設計内容の精査により

設計費を抑えることができましたので、これも３００万円減額とするものでござ

います。 

 また、工事請負費２，９００万円の減額につきましては、現場及び設計内容の

精査、工事内容の見直しなどを行ったため、工事費を抑えることができたので２，

９００万円を減額するものでございます。 

 右側の地域おこし協力隊事業１２１万５，０００円の減額につきましては、隊

員が９月末にて退職し、以降６カ月分の賃金・賞与分について減額とさせていた

だきます。 

 以上でございます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次、建設課関係、１７ページから１８ページの補足

説明を求めます。 

 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） それでは、建設課所管の案件につきまして補足説明いた

します。 

 １７ページ左側、除雪事業でございますけれども、今年度のたび重なる大雪の

影響を受けまして除雪委託料を大幅に増額するものでございます。金額といたし

ましては、１月末時点での実績が９，５１５万９，０００円、それと２月から３

月の経費を見込みで１億５，５９５万円と見込みまして、精算額を２億５，１１

０万９，０００円といたしております。当初予算１，８３６万との差額、２億３，

２７４万９，０００円を計上するものでございます。 

 また、表の一番下、特定財源のところにも変更がございまして、昨年度国に要

望しておりました交付金１，０６６万６，０００円に対しまして、実際の交付金

の配分が５９７万円となりましたので差額の４６９万６，０００円、こちらを国

庫補助金から減額するものでございます。 

 続きまして、右側の社会資本整備総合交付金事業でございます。こちらは財源

の組替のみとなってございます。こちらも舗装補修工事事業で要求しておりまし

た８４９万７，０００円に対しまして、決定額が９２万１，０００円となったこ

とによりまして、７５７万６，０００円を国庫補助金から減額するものでござい

ます。 

 おめくりいただきまして、１８ページ左側、松岡公園維持管理諸経費でござい

ます。こちらも財源組替となってございます。交付金の要望額１，６００万に対

しまして、交付決定が１，５００万となりましたことにより、１００万円の交付

金を減額するものでございます。 

 右側の住宅管理事務諸経費でございますが、こちらも財源に関する補正でござ

います。住宅使用料を減額するものでございます。当初は平成２６年、２７年の

実績から算出いたしまして、３，９６０万円というふうに見ておりましたけれど

も、３０年１月末現在での歳入見込みが３，４３７万８，０００円となりました

ことから、差額の５２０万円を減額するものでございます。 

 歳入につきましては、４ページをごらんいただきたいのですが。 

 ４ページの上から５行目までが建設課所管となってございます。 
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 節の欄で申しますと、住宅使用量、道路橋梁費補助金、公園費補助金は先ほど

歳出のところでご説明いたしました財源組み替えの分となってございますが、住

宅費補助金１０７万１，０００円につきましては、こちら歳出は２１ページにご

ざいます公民館の改修工事、こちらの請負差金と聞いておりますけれども、これ

に対します社会資本整備総合交付金、これの分が１０７万１，０００円減になっ

ておるところでございます。 

 以上、建設課所管分のご説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） この住宅の管理のところで５２０万ていうのは結構大きいあ

れなんですが、例えば何か理由があって使ええない場所があったとか、そういう

ような何か名目があってなったんでしょうか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） こちらは、特段の理由ございません。空室がふえておる

ということでございます。大体平成２７年あたりから空室ふえてきておりまして、

退去の理由といたしましては新しく新築をされて出ていかれましたり、独居して

いる老人の方が施設に入ってしまわれたりというようなことで退去がふえてきて

おります。 

 その対策といたしましては、広報紙に募集を載せるなどはいたしております。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 上田君。 

○８番（上田 誠君） よく公共のいろんな住宅、結構入りたいとならんけど、割と

皆さん、広報だけであれっいうのか、結構入りたいと人いるんじゃないかなと思

うんですけど、そこらあたりは僕の感覚と現実的な違いがあるんかね。そういう

気がするんですが、どんなんでしょう。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 広報が１０月と３月に二度いたしておるんですけれども、

いずれも問い合わせはございませんでした。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） ２つあります。 
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 一つは、除雪のことですが、大きい補正ということで、あと、それを具体的に

どういうぐあいに賄われるのかなというのも大体は聞いているんですが、しっか

りと聞いておきたいと思います。それが一つと。 

 除雪のおくれの中の一つで、僕、いつも感じているのは、五松橋、あこを雪が

降る前に凍結してしまうと水は出ないんですね。それは融雪やっているところで

はあちこちで見られるんですね、今回も見られたと思うんですわ。だから、消雪

工事をされていながら、センサーの関係で降雪センサーですととまってしまうこ

とがある。しかし、積雪センサーというのがあるらしいですね。降ってなくても

水は出続けるというやつ。そういうようなことも含めてきちっとしてもらうとか、

町内も全部どこかで一元管理するとかいうことすると一気に降り積もると大変な

こともあるので、そんなこともぜひ根本的な対策も考えていく一つの契機にして

ほしいなと思うんで、どうなっているんか聞きたいのと。 

 あと、空き室の問題、町営住宅の。僕は、民間のところへ入っている人たちに

してみるとちょっと天国みたいなとこやと思う面もあるんですね。町営住宅は。

間取りもゆったりしていますし、料金もそれなりに安いと。収入に応じてという

ことはありますけれども。僕はやっぱりそこら辺はきちっとした宣伝の仕方を、

広報だけでは町民しか見ませんから、それも町民の一部しか見ないということに

なるので、何かそういうところできちっと示せることを考えていけば、ある意味、

こちらへ来る人たちもふえる可能性もある。大きな、僕は町の財産やと思ってい

るんです。そこをぜひもっと考えてほしいなと思うんですが、その辺いかがでし

ょうか。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 除雪のほうの精算ですけれども、今、日報が業者から出

てきておりますので、それをもとに精算をしていきます。当然余る可能性もある

というふうに、今のところ概算ですので。ということです。 

 五松橋の消雪なんですけれども、あれはとりあえず一応県管理ということだけ

はまず申しておきます。ちょっとことしわかったんですけれども、センサーとい

うより、ちょっと漏水が発見されまして。 

○９番（金元直栄君）             。 

○建設課長（多田和憲君） そうですね。ちょっとあの影響かなり大きいかなと思わ

れますので、それは県のほうにも通報しておりますので、また対策していただけ

るかなというふうに思います。 
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 住宅の入居につきましては、おっしゃるように広報ですと町民の方しか見れな

いということございますので、ホームページなりといったことも含めて今後検討

させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 町長。 

○町長（河合永充君） 今の金元議員のご提案もおっしゃるとおりだと思います。せ

っかくあいてるのに永平寺町で住みたい若い人、そういった人たちに何か広報活

動というか、広告を、民間のそういったのに載せたり、ちょっと検討していきた

いと思います。いい点ありがとうございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） 今、町長のその食いつき方ですけれども、いや、若い人にと

ってみると子ども連れてくると町営住宅に入るとお金がもらえるかもしれないん

ですよね。移住してくると。子どもを連れて移住してくると。 

○町長（河合永充君） それは建てる場合。 

○９番（金元直栄君） ではないんですか。 

○町長（河合永充君） 建てないとだめです。 

○９番（金元直栄君） いや、僕はその辺はちょっと何か考えたほうがいいんでない

かなと。 

○町長（河合永充君） 莫大な金額になります。 

○９番（金元直栄君） いやいやいや、それはむちゃむちゃお金出すとかでない、入

ってきた人たち、子ども１人当たり幾らとかっていうのを出している面があるん

で、そこらは提起するとかっていうこともあっていいと思うんです。 

 やっぱり子どもさん連れてきていただくと、それはありがたいと思う。それは

それでいいですわ。 

 今回、本当に除雪の関係ではもう本当に気がつくところがたくさんあったと思

うんです。それをまとめてほしいというのは前言ってありますし、まとまったの

をやっぱり見せていただきたいと思うんですが。 

 五松橋は、別に今回の漏水だけでなしに、しょっちゅうあこはとまるんです。

凍りついたとき、雪が降ってなくて冷えたときにとまってしまうと、もう雪降っ

ても出ない。そのことを考えるすと、降雪センサーではなしに、積雪センサーと

いうのがある。ちょっと高いらしいんですけれども、あるらしいんです。それで

集中管理をすることもあっていいんではないかと。雪が降ってなくてもちゃんと
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出てるように、解けるまで。そんなこともやっぱり効率的にやるためには考える

ことも含めて、今度の教訓としてやっていってもらえたらなって思います。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 滝波君。 

○２番（滝波登喜男君） ２つあります。 

 １点は、除雪ですけれども、これ、国の交付金下がっているんですが、この雪

で後から来るっていうようなことはあるんでしょうか。 

 それともう１点、さっきの町営住宅の話ですけれども、以前から出ていた入り

やすいような条件緩和をぜひやってほしいと。例えば保証人の問題とか、所得は

なかなか直らないかもわかりませんけど、それの見直しとかということでぜひ空

きのないようにしていただきたいなと思います。 

○議長（齋藤則男君） 建設課長。 

○建設課長（多田和憲君） 除雪費に対します国費の追加ですけれども、これはある

のではないかなと。今まだ確実に示されているわけではありませんけれども、あ

るというふうに私どもも思っております。 

 それと、町営住宅の入居ですけれども、所得はやはりあれは法のほうで決まっ

ておりますので、ちょっと独自に変えるというわけにはまいりません。 

 保証人の件につきましては、いろいろほかからもご指摘いただきましていろい

ろ調べたところ、一応今のところ、県内で保証人制度を撤廃しているところはな

いということで、周りの状況を見ながら検討させていただきたいというふうに思

います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

 なければ次に、上下水道課関係、１９ページの補足説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（原 武史君） それでは、上下水道課関係についてご説明をさせて

いただきます。 

 １９ページをお願いします。 

 左側、農業集落排水事業会計繰出金１４万５，０００円につきましては、農業

集落排水事業特別会計の３月補正に対応する財源として一般会計からの繰出金を

計上するものでございます。 

 右側をお願いします。下水道事業会計繰出金３３３万４，０００円につきまし
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ては、下水道事業特別会計の３月補正に対応する財源として一般会計からの繰出

金を計上するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次に、会計課関係、２０ページの補足説明を求めま

す。 

 会計課長。 

○会計課長（酒井宏明君） それでは、会計課関係の補正予算のご説明をさせていた

だきます。 

 ３月補正予算説明書資料の４ページのほうをごらんいただきますようお願いし

ます。 

 歳入のほうからご説明させていただきます。 

 款、財産収入、項、財産運用収入、利子及び配当金でございますけれども、財

政調整基金利子のほうでございますけれども、金利の低下から国債の価格が上昇

いたしましたので、額面３億円分の国債のほうを売却いたしました。その売却差

益３４４万８，０００円と、昨年ですけれども４月のほうに基金の条例改正があ

りましたので、地域福祉基金はこの福祉基金を統合によりまして１万２，０００

円の増、逆に福祉基金のほうは減と。 

 同じように、まちづくり基金につきましては、ふるさと水と土保全基金を統合

によりまして４万円の増、４万円の減と。また、教育施設整備基金はふるさと創

生基金を統合によりまして３万４，０００円の増、ふるさと創生基金のほうは３

万４，０００円の減といたしました。 

 次に、同じく２０ページのほうをお開きください。 

 左のほうになります。基金積立金のほうをごらんいただきますようお願いいた

します。 

 歳入のほうの分に伴いまして、積立金３４６万円を補正いたしました。各基金

の利子がそのまま積立金として積み立てられますと、そういう内容でございます。 

 なお、歳出のほうですけれども、こちらのほうが１万２，０００円のほう多い

ということになっておりますけれども、これにつきましては福祉基金のほうが一

般会計での処理と条例のほうでなっておりましたので、その福祉基金のほうが地
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域福祉基金のほうに統合されたため、その分が増額となって３４６万とその分を

積み上げさせていただくようになりました。 

 一般会計での基金の運用率は０．３０４％のほうにこの結果でなりました。 

 以上で、会計課関係の補正予算のご説明を終了させていただきます。 

 ご審議のほう、よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次、学校教育課関係２０ページの補足説明を求めま

す。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（清水昭博君） それでは、学校教育課関係の補正予算をご説明いた

します。 

 ２０ページの右側の表をごらんいただけますでしょうか。 

 学校給食管理運営諸経費でございます。 

 給食調理員の移動等によりまして、非常勤職員の非常勤の給食調理員を補充し

たため、不足する見込額６１万３，０００円の補正をお願いするものでございま

す。 

 以上を学校教育関係の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議賜りますよう、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） なければ次、生涯学習課関係、２１ページの補足説明を求め

ます。 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山田孝明君） 生涯学習課です。お願いします。 

 予算説明書の２１ページをお願いします。 

 まず、２１ページの左側、公民館費、公民館施設管理諸経費、補正額としまし

て９００万円の減額です。これは松岡公民館耐震補強改修工事の入札差金による

分を減額補正とさせていただきました。工事請負費の減額補正です。 

 また、右の欄をお願いします。保健体育総務諸経費の中で、今回、４２万７，
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０００円の増額をお願いするものです。内容としましては、ことし１月に開催さ

れましたミニバスケットボール大会、福井県予選会におきまして、松岡ミニバス

ケットボールクラブが優勝を果たしました。これは去年に続き２連破ということ

です。これに伴い、今月、２８日から３０日に開催されます全国ミニバスケット

ボール大会に出場することになったことから、出場する選手１５名及び監督・コ

ーチが負担する監督・コーチ２名分ですけれども、負担する交通費及び宿泊費の

２分の１相当額を助成するために今回補正をお願いするものであります。金額は

スポーツ少年団全国大会出場補助金としまして４２万７，０００円でございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議お願いします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 上坂君。 

○１番（上坂久則君） ２１ページのスポーツ少年団、こんな半分なんてけちなこと

言わんと、子どもぐらい全部見てやりいいんじゃないかという、コーチ・監督も

ね。だって、ふだんからやっぱり試合たんびにかなり経費かかってるんですから。

しかも全国大会へ行くなんていうのは大変でしょう。親の負担かって相当ふえて

いるわけですから。やっぱり健全なる子どもの育成のためにはこんなとこでけち

る必要はないと。その辺どうですかね、教育長、考え方。 

 いや、全額見たいんなら見たいって言えばいいんですよ。ただ、お金見るか見

んかはまたこちらの判断ですから。考え方はどうかって聞くだけ。 

○議長（齋藤則男君） 教育長。 

○教育長（宮崎義幸君） 毎回ありがたいご提案をいただいているんですが、いろい

ろ要綱をつくりまして、この要綱にのっとってやっているということもあります

し、また拡大しますといろいろほかの競技等もありまして。めでたいことでいい

んですけれども、やはり保護者の負担も必要かなということで、半額が妥当かな

ということで今進めているところです。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

○１番（上坂久則君） 町長、その辺どうなんですか。今の考え方。全額見るという

の。また、補助金上げるとか。 

○議長（齋藤則男君） 上坂君。 

○１番（上坂久則君） 町長、健全な子どもの育成のために、それは全額は無理でも、

今の２分の１を３分の２ぐらいにするとか。ただし、これ、全国大会へ行ったと
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か、何でもかんでもすりゃいいというもんじゃないわけですから、それは北信越

だったら２分の１、全国大会は全額という基準にすれば、誰も文句出てこないで

しょう。その辺の町長の考え方ひとつ聞きたいの。 

○議長（齋藤則男君） 河合町長。 

○町長（河合永充君） これは半分になっています。永平寺町のチームに入ってない

方が個人とか、よそのチームで永平寺町の方には１万円、そういった形で奨励金、

激励金をお渡ししています。そういった兼ね合い。じゃ、全国大会行くけど、永

平寺町の人がよその福井市か、坂井市のチームに入っていて全国大会行く。それ

もめでたいことで、じゃ、その方にも全額行くのか。いろいろな考え方がありま

す。中学生に対しましても、スポーツ部と文化部があります。スポーツ部は、実

は県のスポーツ協議会、中体連から、また今度町の２分の１以外にも補助金が出

ます。文化部はそれがないので、じゃ、文化部に対しましては楽器の輸送費、こ

れはじゃ町が持ちましょうというふうに、いろいろなケース、また公平になるよ

うな形でこういうふうに設定させていただいています。 

 本当は理想はこれを全額というのが私も思いますが、これトータル１，０００

万近い年間予算が使われておりまして、またこれ以外にも子どもたちのスポーツ

の支援であったり、いろいろな形でもしていますので、今回はまた、その要綱を

見直すとか、そういったのはあり得ますが、いきなり倍にするというのは今ちょ

っとなかなか考えにくいところがあります。ご理解ください。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第１号、平成２９年度永平寺

町一般会計補正予算についての第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ２時５５分 休憩） 

────────────── 

（午後 ２時５６分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 本件について第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 



 －280－ 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は、第３審議に付することに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

 討論があります。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 ９番、金元君。 

○９番（金元直栄君） 私は、もう補正予算の内容等については妥当な面もあると思

うんですが、ただ、金額が初めてあらわれてきた。私の認識では出てきた土地の

売却の問題、これについては僕はちょっとやり方とか、今までの経過から言うと、

それは不透明なところがあると。そういう意味では、例えば１０年前に町道を廃

止して、その地面だけどうしたか。僕はその当時の話は、裏の話はわかりません

けど、表に出てきたのを見れば、やっぱりなかなか認められない内容だし、例え

ばそれ以後の話でも評価の点で、確かにイエローゾーンに入っているということ

はあるにしても、面積要件で２分の１になるというようなことについては、僕は

やっぱり異常だなと思います。 

 そういう不透明なことをするよりか、私はきちっとこの見直しにあるように、

福祉基金があるわけですから、そういうようなところから支援するということも

含めて、きちっとした方向を示したほうがわかりやすいし、町民も納得しやすい

と思うので、私はその点だけ、それ以外については僕は反対するものでもいろい

ろ積極的に提案もさせていただきましたけれども、あるので認めますけれども、

ここだけは認められないと。 

 実際、言い分として、補正予算には直接関係ないではないかと言う人もいらっ

しゃるんですけれども、そこに売ったという状況が見られたのは今回が初めてだ

ということで、そういう態度だけではとっておきます。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
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 １３番、奥野君。 

○１３番（奥野正司君） この件につきましては、全員協議会でもう既に内容につい

て審議も終えておりますし、今、この売却に絡んで不透明があると。その理由の

一端として面積要件で広大地につき２分の１になるというところが不透明である

という話でございますが、これは別にこの場所だけでなくて、広大地については

減額するというようなことは接面道路に対して奥行きが非常に長大である場合

は、国あるいは通常の不動産鑑定の仕方でも減額係数はかけられますので、これ

はあながちこの件だけの不透明なやり方だということは一つ当たらないというふ

うに思います。 

 それから、土地を売却するのでなくして、福祉基金等での対応ということです

が、それでは先方が求めている、今その状況を福祉基金をもらうということで対

応できることではないと思います。 

 合計しまして、もう一つは、町がこれを今売却せずにこのまま持っていれば、

それ以上の収入の減、町については損失が膨らむと思いますので、本件は不透明

であって反対するということは当たらないと思います。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかに討論ありませんか。 

 ないようですから、これで討論を終わります。 

 これより議案第１号、平成２９年度永平寺町一般会計補正予算についての件を

採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（齋藤則男君） 起立多数です。 

 よって、本件については原案のとおり可決されました。 

～日程第３ 議案第２号 平成２９年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予

算について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第３、議案第２号、平成２９年度永平寺町後期高

齢者医療特別会計補正予算についてを議題とします。 

 これより第１審議を行います。 

 平成２９年度３月補正予算説明書２２ページから２３ページの補足説明を求め

ます。 
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 住民生活課長。 

○住民生活課長（佐々木利夫君） それでは、後期高齢者医療特別会計補正予算につ

きましての説明をさせていただきます。 

 説明書２３ページ、左側をお願いいたします。 

 後期高齢者医療広域連合納付金２０３万７，０００円につきましては、被保険

者数等の増により収入見込額の増が見込まれるため、及び保険基盤安定制度の額

の確定に伴い、不足分をお願いするものでございます。 

 なお、財源につきましては下段の各保険料収入及び保険基盤安定繰入金を充て

ることといたします。 

 右側のほうをお願いいたします。保険料還付金８万６，０００円につきまして

は、過年度保険料の還付の必要が生じたため、不足分をお願いするものでござい

ます。 

 なお、財源につきましては、全額広域連合からの保険料還付金を充てることと

いたします。 

 以上、後期高齢者医療特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

 ご審議賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第２号、平成２９年度永平寺

町後期高齢者医療特別会計補正予算についての第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時０２分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時０２分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 



 －283－ 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号、平成２９年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算

についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～日程第４ 議案第３号 平成２９年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につ

いて～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第４、議案第３号、平成２９年度永平寺町介護保

険特別会計補正予算についてを議題とします。 

 これより第１審議を行います。 

 平成２９年度３月補正予算説明書２４ページから３０ページの補足説明を求め

ます。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） それでは、介護保険特別会計の補足説明をいたしま

す。 

 資料２５ページ右側をお願いいたします。 

 居宅介護サービス給付費ですが、サービスの利用量及び対象者が増加し、見込

んでいたサービス費に不足が生じたため計上するものです。 

 居宅介護サービス費の負担金としまして１００万円です。 

 以下、２６ページ、２７ページ、２８ページ、２９ページ左側まで利用料、対

象者の増によるサービス費の増となっております。 

 ２９ページ右側の特定入所者介護サービス費ですが、４１１万円の減額となっ
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ております。これは施設サービス、それからショートサービス利用の方の補足給

付になっておりますが、若干ですが利用者の減ということがございましたので、

減額といたしております。 

 戻りまして２４ページ、歳入をお願いいたします。 

 今ほどの歳出に合わせまして保険料、それから国庫支出金、支払基金交付金、

県支出金等、率に合わせた金額を補正しております。合わせて４，７１５万円で

ございます。会計としましては、合計で１８億１，５１２万３，０００円という

ことを歳入歳出合わせて計上しております。 

 以上、補足説明といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

 金元君。 

○９番（金元直栄君） １点だけ。２６ページ。右側の、いわゆる地域密着型介護保

険サービス給付費が新しい施設ができたということでふえたという話ですが、ほ

ぼそこだけですか。ふえたのにはまだほかの要因とかいうのはないんですか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 地域密着型サービスですが、２８年にオープンしま

して順次新しく増加したということで、順次利用者の方がふえたということでご

ざいます。 

 密着型の増としましては、サービス事業所がふえた。町内の事業所がふえたと

いう点と、法改正によりまして従来の広域型の施設が密着型に移行したという２

点がございます。まるっきりこの増額が施設増に伴うものかというと、そうでは

ございません。 

 あと、利用者の増に関しては、当然、採択系の居宅介護サービス費も伸びてお

りますし、ケアマネジメントもふえております。特段にふえているのは、やはり

地域密着型であるということです。 

 以上でございます。 

○議長（齋藤則男君） 金元君。 

○９番（金元直栄君） こういう説明、説明書で見ると大体それによるという、主に

というのはわかるんですが、できたらそういうなのを少しわかりやすく説明の中

に加えていただくとわかりやすいんですが。これではわからないのでお聞きしま
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した。 

 以上です。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありません。 

上田君。 

○８番（上田 誠君） 今ほどの私も聞こうと思っていたところなんですが、できた

ら今のその新しいとこと広域型が密着型になったよとか、ある程度のわけがある

わけでしょう。同じ３，０００万のところの内訳と言うとおかしいですけど、そ

んなの大体今度はこうというのはわかるんですか。 

○議長（齋藤則男君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（木村勇樹君） 地域密着型施設につきまして、下のほうに種別を書

いてございますが、対象となる事業所は町内の事業所だけでなく、従来から入っ

ておられる町外の施設に入っておられる方もいらっしゃいますので、膨大な資料

になってしまいますので、その点はご理解お願いします。 

○議長（齋藤則男君） ほかにありません。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第３号、平成２９年度永平寺

町介護保険特別会計補正予算についての第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時０８分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時０９分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第３号、平成２９年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい

ての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ３時１０分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時１０分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

～日程第５ 議案第４号 平成２９年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算に

ついて～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第５、議案第４号、平成２９年度永平寺町下水道

事業特別会計補正予算についてを議題とします。 

 これより第１審議を行います。 

 補足説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（原 武史君） それでは、下水道事業特別会計補正予算についてご

説明をさせていただきます。 

 今回は人件費の補正のみとなっておりますので、議案書を使ってご説明させて

いただきます。 

 議案書の６１ページをお願いいたします。 

 上段の一般管理費におきましては、人事異動に伴う人件費の補正として１２３

万７，０００円の減額を。下段の特定環境保全下水道維持管理費におきましては、

人事異動に伴う人件費の補正としまして４５７万１，０００円の計上をお願いす

るものです。会計全体としましては３３３万４，０００円の補正となっておりま
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す。 

 なお、歳入につきましては全額一般会計からの繰入金でございます。 

 以上、下水道事業特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第４号、平成２９年度永平寺

町下水道事業特別会計補正予算についての第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時１２分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時１２分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第４号、平成２９年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ

いての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ３時１３分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時１３分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

～日程第６ 議案第５号 平成２９年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正

予算について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第６、議案第５号、平成２９年度永平寺町農業集

落排水事業特別会計補正予算についてを議題とします。 

 これより第１審議を行います。 

 補足説明を求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（原 武史君） それでは、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正

予算についてご説明をさせていただきます。 

 農業集落排水事業特別会計につきましても、今回は人件費の補正をお願いする

ものでございます。 

 議案書の７０ページをお願いいたします。 

 一般管理費におきましては人事異動に伴う人件費の補正として総額１４万５，

０００円を計上するものでございます。 

 なお、歳入につきましては全額一般会計からの繰入金でございます。 

 以上、農業集落排水事業特別会計補正予算の説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議くださいますよう、お願いいたします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第５号、平成２９年度永平寺

町農業集落排水事業特別会計補正予算についての第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時１５分 休憩） 
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────────────── 

（午後 ３時１５分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第５号、平成２９年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予

算についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。 

（午後 ３時１６分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時１７分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

～日程第７ 議案第１３号 永平寺町一般職の職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例の制定について～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第７、議案第１３号、永平寺町一般職の職員の給
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与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

 これより第１審議を行います。 

 補足説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（小林良一君） それでは、議案第１３号、永平寺町一般職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきましてご説明をさせていただ

きます。 

 議案書の７８ページをお願いいたします。 

 今回の条例改正の目的でございますが、昨年８月の人事院勧告を受け、国家公

務員の給与改定法案が昨年１２月８日の国会で成立されましたので、本町の一般

職及び特別職の給与につきましても、その内容に準拠するものでございます。 

 条例改正につきましては４条建てとしており、第１条、第２条は一般職の給与

に関する条例、第３条、第４条は特別職の給与に関する条例の改正となっており

ます。 

 それでは、改正内容につきましてご説明を申し上げます。 

 条例改正の第１条でございますが、一般職の勤勉手当及び給料表を改正するも

のでございます。 

 まず、条例第１９条第２項に規定されております勤勉手当支給率の改正でござ

います。 

 第２項第１号は一般職員の勤勉手当につきまして、平成２９年１２月期の支給

率を従来の「１００分の８５」から１００分の１０を引き上げ、「１００分の９

５」に改めるものでございます。 

 第２項第２号は再任用職員の勤勉手当につきまして、従来の「１００分の４０」

を１００分の５引き上げ、「１００分の４５」に改めるものでございます。 

 以上の改正につきましては、平成２９年１２月１日に遡及して摘要するもので

ございます。 

 次に、７９ページから８４ページの別表第２の給料表につきましては、改正後

の給料表でございます。 

 引き上げ幅につきましては、平均改定率０．２％となっております。 

 以上の改正につきましては、平成２９年４月１日に遡及して適用するものでご

ざいます。 

 続きまして、８４ページお願いいたします。 
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 条例改正の第２条でございます。平成３０年度の勤勉手当支給率を改正するも

のでございます。 

 条例第１９条第２項の勤勉手当でございますが、条例改正第１条で平成２９年

度１２月期の支給率を「１００分の９５」、６月期の支給率を「１００分の８５」、

年間支給率を「１００分の１８０」といたしましたが、平成３０年度は６月期と

１２月期の支給率を均等にするため、それぞれの支給率を「１００分の９０」に

改めるものでございます。 

 再任用の支給率につきましても、同様に「１００分の４２．５」ずつの均等配

分とします。 

 以上の条例改正第２条の規定につきましては、平成３０年４月１日からの適用

となります。 

 続きまして、８５ページお願いします。 

 条例改正第３条でございます。特別職給与条例の改正を行い、特別職の期末手

当について引き上げを行うものでございます。議員の期末手当に関する条例の改

正でございますが、平成２９年１２月支給分の支給率につきましては従来の「１

００分の１６５」を１００分の１５引き上げ、「１００分の１８０」に改めるも

のでございます。 

 続きまして、条例改正第４条でございます。 

 条例改正第３条により、平成２９年度１２月期の支給率を１００分の１５引き

上げましたが、平成３０年度からの支給につきましてはこの１００分の１５を６

月期と１２月期に１００分の７．５ずつ振り分けるための改正を行うものでござ

います。 

 これによりまして、議員につきましては、６月期を「１００分の１５７．５」

に、１２月期を「１００分の１７２．５」に改めるものでございます。 

 以上、議案第１３号、永平寺町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の制定についてのご説明とさせていただきます。 

 よろしくご審議いただき、ご決議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第１３号、永平寺町一般職の

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についての第１審議を終
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わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時２３分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時２３分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 お諮りします。 

 本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１３号、永平寺町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の制定についての件を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

～日程第８ 議案第２７号 松岡公民館耐震改修工事請負変更契約の締結につい

て～ 

○議長（齋藤則男君） 次に、日程第８、議案第２７号、松岡公民館耐震改修工事請

負変更契約の締結についてを議題とします。 

 これより第１審議を行います。 
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 補足説明を求めます。 

 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（山田孝明君） それでは、議案第２７号の補足説明をさせていただ

きます。 

 議案書の１７２ページをお願いします。 

 松岡公民館耐震改修工事請負変更契約の締結について。 

 この件につきましては、去年、平成２９年６月１４日に議決いただきました松

岡公民館耐震改修工事請負契約書の契約の内容の一部を変更したいので、地方自

治法第９６条第１項第５号及び永平寺町議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いするもので

す。 

 変更契約内容は、工期完成、当初、「平成３０年３月２３日」とありますのを

「平成３０年５月３１日」に変更するものです。 

 先ほどの補正予算の説明のときに繰越明細書を見ていただいたと思うんですけ

れども、その中で松岡公民館の繰り越し、３０年度への繰り越しという形でも進

めさせていただきました。 

 なお、工事の進捗状況ですけれども、今現在、工事関係はおおむね７０％から

８０％いっています。といいますのは、今、正面玄関の障がい者用のスロープ、

またロビーの改修、また外壁の塗装工事を行っており、工期は５月３１日までと

延長しますが、おおむね４月いっぱいで現場は終わるような形での今現場打ち合

わせを行っております。 

 よろしくご審議いただきご決議賜りますよう、よろしくお願いします。 

○議長（齋藤則男君） これより質疑を許可いたします。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） ないようですから、これで議案第２７号、 松岡公民館耐震

改修工事請負変更契約の締結についての第１審議を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時２７分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時２７分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開いたします。 
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 お諮りします。 

 本件について、第２審議を省略し、第３審議に付することにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は第３審議に付することに決定いたしました。 

 これより第３審議を行います。 

 自由討議、討論を行い、採決します。 

 自由討議の提案ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第２７号、松岡公民館耐震改修工事請負変更契約の締結について

の件を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

（午後 ３時２８分 休憩） 

────────────── 

（午後 ３時２９分 再開） 

○議長（齋藤則男君） 休憩前に引き続き再開します。 

 これをもちまして、本日の日程は全て議了しました。本日は、これをもちまし

て散会したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（齋藤則男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。 

 本日はこれをもって散会します。 
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 なお、あす１５日は午前９時より本会議を開催しますので、ご参集のほどよろ

しくお願いします。 

 本日はどうもご苦労さまでした。 

（午後 ３時２９分 散会） 

 


